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努事ヌモす 一一/け堂糸己取云孝典其I10Jオランタ7"""賓易惑

は じ め に

前章で明らかにしたごとく、事保期のオランダ貿易は、輸出銅の減少と小判の品質低下

という従来からの験出面での条件悪化に加えて、オランダ船の遭難による取引高の減少と

売却利益の不銀などによって、一七三0年代に入って急激に深刻化したものであった。

しかし、 そのような背景から一七三0年代から五0年代にかげての出島オランダ商貧富の

仕訳帳は、 観雑な取引勘定によって処哩されており、いまだその全容は明らかとはなっ て

いない。

そこで本章では、 一七三0年代の事保末年から一七五0・六0年代の宝麿期に至る出島

オランダ商館の小判と鍋の鮪出の諸問題を取り上げ、 それらがもたらす一八世紀中期のオ

ランダ貿易の転機について考察するごととしたい。

第一節 事保小判の損失と仕訳帳

オランダ東インド会社のインドにおげる小判販売の損失は、一七一七(事保二)年以来

三0%を越え、事保七年(一七二二)にはじめて事保小判が愉出され、仕入価格が一枚六

テール八マース(六八匁)から一三テール六マース(一三六匁)に値上がりした翌年の一

七二三(事保八)年には、三七・四一%に達した7 一六六五(寛文五)にオランダ船に対

して小判の鮪出が開始きれ、 寛文八年(一六六八)にオランダ船に対して銀の輸出が禁止

されて以降、小判はー貸して出島オランダ商館の主要な鮪出品であり、出島オランダ商館

の仕訳帳によれば、翌一六六九(寛文九)年から一六七二(寛文一二)年までの四年間、

一六九一〈元禄四)年、一七O八(宝永五)年、 一七一二(正徳二)年の合計七年間には、

小判は鋼を抜いて輸出品積み出し高中の第一位を占めていたのである? 従って、ごのよう

な小判の損失は、日本貿易全体の利益に大きな彫響を与えるものであり、一七二0年代末

になるとパタピアのオランダ当局では、その対策が検討され始めた。

しかし、翌一七三o(事保一五)年三月三一日のパタピアの東インド評議会の決議録に

よれば、日本貿易の問題について

もし来年、町中での鍋の値段と、そご(出島=引用者註)で商人が売るよう決めら

れた値段との聞に聞きがあるというごとが、 会社にそれ以上の銅が引き渡されない唯

一の理由であるという見解に従って、現在よりも、銅を七_309/371 %値上げすると

いう、(日本側から出島商館に対して=引用者註 )何度も繰り返された提案を受げ 入

れるならば、少なくとも、一万五000箱以上の銅を獲得し、 三隻の船を送る許可を
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求めることが考慮された。

商館長は、 この提案を最初から拒絶することなく、 ただ小判を以前の六テール八マ

ースの値段とするごとのみを(日本人に=引用者註)嬰求したが、 それは、 小判の愉

送とコロマンデル沿岸で‘の鋳銭にとって良いごとである. そうでなくて小判が、 銅や

他の商品の日本人への支払いに際して、 一三テール六マースの値上げされた値段で受

け取られ、 その上、 来年、鍋が理由もなく少しでも値上がりしたならば、 日本貿易全

体が破滅に達するだろう。なぜならば、 その唯一の利益を生む商品で小判や他の繍入

商品の損失を埋め合わせねばならず、 銅の購入価格に(小判の=引用者註)損失を加

しなければならない?

とあり、 バタビアでは、小学jの損失を出島商館の帳簿における銅の仕入価格に、上乗せし

て相殺するためには、 日本で の鋼の取引価格が値上げされないことが前提であるとしてい

る。 当時、 出島においては鋼の値上げの動きがあり、 会社はいまだに帳簿の操作に踏み切

っていなかった。同年一七三O(事保一五 )年五月三O日付のパタピアよりの訓令では

もしその小判が、以前に支払われていたのと同様に、六八マースすなわち二三グル

デン一二スタイフェルで通用すると宣言されなければ、 このことはごれ以上論ずる必

要はない。もしそのように高価な銅を、損失を出してまでも、 インドの西の商館で売

るくらいならば、次回は日本から輸出する価値はない。なぜならば、 インドでは既に

前述の小判が三七パーセントの損失で販売されており、 十分な損失を叢っている。

(中略)今回は、 前述の(小判の=引用者註)損失は本店勘定の負担とするが、 来年

はそれを日本の商館の負担とせねばならないザ

とあり、小判の輸出価格を従来の一三六匁からかつての六八匁(正確には六七匁四分七分

の二)とすることが、銅値段の値上げの前提条件であるとするとともに、 翌一七三一年度

より出島オランダ商館の帳簿において小判の損失を処理することを命じているのである。

この結果、 翌一七三一〈事保一六)年の仕訳帳においては、小判の価格が従来の一三テ

ール六マースから、 インドにおける販売価格に等しい三Oクソレデンすなわち八五テール七

マース七分のーコンデリンとなっている?これは現実に小判が値下げされた訳ではなかっ

たにもかかわらず、 インドにおける三七%の販売損失を控除した値段が仕入価格として記

載されているのである。

さらに一七三三年一O月二六日の輸出品積み出し勘定では、 貸方に小判二二七O枚と椋

銅五四万O二四0ポンドが現金勘定で記載されているが、栂鋼の取引に続いてその小書き

として

zoo veel dese parthij loet dragen in het minder aan gereek. 

dan kostende 5608 stux groote goude coebangen die bevoorens 

teegens T.13.6.ー・ー・_ versonden zijn. en thans ingevolge Haar 
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Hoog Edelens veel g'eerde aansc hrijvens en dier geno・ene

resolutie in's 31回aart anno 1130 niet hoger dan tegens f.30. 

ー・_ off T.8.5.11/7 ijder凪ogen werden aangereckend， welke 

verlies van f.11.10._ off T.5._.26/7 zijnde op ijder coub. 

31 pr. co. s: na de ordre van welg叩elte Haar Hoog Edelens， 

bij Haar Edele Hissive van den 31: maij jongstleeden， moet 

werden gebragt ten lasten van de coop・anschappen provisien 

etc. die van hier Batavia waarts werden versonden， kOlende 

prorato in't inkoops kostende van opge・elte koper een SOlla 

van T.12，530.ー・1.5._

(拙訳〕

これらの量は、 大きな小学�(享保小判=引用者註)五六O八枚分の費用に満たない。

それは以前には、 一三テール六マースで送られていて、 現在では、 一七三O年三月三

一日のパタビア評議会の決議と要請とに従って、 一枚当り三Oグルデンすなわち八テ

ール五マース七コンデリン七分の一以上は請求されないようにしなければならない。

(もし八テール五マース七コンデリン七分のーの値段とすると=引用者註)今年五月

二一日の書翰によれば、 それによって小判一枚当り三七%にあた る一七グルデンー0

スタイフェルすなわち五テール二コンデリン七分の六の損失がもたらされ、 それはこ

こからパタビアヘ送られる商品の仕入れに転嫁されなければならない。 それは、前述

の銅の仕入れ価絡においては、 比例して合計一万二五三Oテールーコンデリン五マー

スとな る?

と記されている。すなわち、 当時、 日本で一枚一三テール六マース(正確には四七グルデ

ン一二スタイフェル)で購入した事保小判は、 インドにおいては八テール五マース七コン

デリン七分のー(三Oグルデン)でしか売れなかったのであり、 これは贈入価格に対して

三七%の損失であった。この ため、 日本で小判一枚をインドにおける販売価格と同じ八グ

ルデン五マース七コンデリン七分のー(三Oグルデン)で購入したこととし、 一枚当りの

鍋失である差額の五テール二コンデリン七分の六(史料では一七グルデンーOスタイフェ

ルとなっているが、 正確には一七グルデン一一スタイフェル七ペニング)を小判の愉出枚

数五六O八枚に掛けた合計損失額二万八二00・二二八五七分の六テールを、 銅をはじめ

とする他の商品の仕入高に制り付けて、 インドでの損失を帳消しにするという方法を採用

するに至ったのである。

仕訳帳によれば同年にはーO月二六・二七日の 二日聞にわたって、 合計八六万六七一五

グルデンー七スタイフェル八ペニングすなわち二四万七六三三・�O七一テールの紛出商
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品が積み出されているが?表6- 1のごとく、このうち栂銅・薩摩産樟脳・鯨箆・漆器・
絡装備品の合計一四万八七九二・一一テールに対して合計二万八二00・二二七テールが
例り付けられ、仕入価 格に加算されている?また、その 制り付げの割合は、樽鋼八0・六
%、栂脳八%、鯨髭八・五%、漆器ー・四%、諸装備品ー・五%となっており、仕入れ高
の割合に一致している。

表6-1 1 733 (享保18)年オランダ商a搬出品制村申j代銀

ロロロ 目

事保小判
ーーー・ー ーーーーーーーーー- -

線銅
薩摩産樟脳
線網
鯨髭
漆塗り台
諸装備品

合 計

数 量

5，6ωst凶
ー・ーーーーーーー - - ーーーーー

540，240 Q 

48，000 Q 

433，344 Q 

55，050 Q 

13 stux 
504balijs 

価絡(テ-I�) hl線価絡〈テ寸�)

28，200.2.2.8.5 
ー ーー ーーーー・，ーーーーーーーーーー ーーー・ ーーーーーーーーーーーーー

66，809.6.8.ー・ー 12，530._.1.5.ー
11，600._・ー・ー・一 2，242.2.1.ー・ー
53，590.2.1.ー・ー 10，212.7.5.7.ー
12，478.一・ー・ー・ー 2，390.1.5.ー・ー
2，012.9.2.ー・一 385.3.5. 
2，301.3.ー・ー・ー 439.7.4 .5. 

28，200.2.2.7._ 

註) Negotie Journaal anno 1732/33， N.F.J.907 による。但し小判の価格
には諸経費が含まれる。

表6-2・3・4に見られるごとく、一七三三年に続いて翌一七三四〈享保一九)年 ・
一七三五〈事保二0)年、そして仕訳帳の現存しない一七三六(元文元)年を除いた翌一
七三七(元文二)年の 四年間の仕訳帳では、輸出された小判のインドでの販売に際しての
損失が、問機の方法で他の輸出商品の輸出経費に加算されている守)

ところが 一七三四年の仕訳1憾では一一月一五日の愉出品積み出し勘定でハイス・テン・
フルト号の積荷として二五八七枚とポプケンスプルク号の積荷として、二六二九枚の合計
五二一六枚の享保小判が輸出されたにもかかわらず、小判二五八九枚分の合計損失額一万
三O一八・九七一四テールが縛錫をはじめとする合計一六万九一三八・三五テールの鮪出
品に割り付けられ、その割り付けの合計は一万三O一八・五一三八テールとなっているの

。0) ー ブ

みである。また翌一七二五年の仕åR帳では一一月四日の輸出品積み出し勘定でポプケンス
プルク号の積荷として、五三九三枚半の事保小判が輸出されているが、二七六六枚半分の
合計損失一万三九一一・五四二八テールが同じく綿銅をはじめとする合計一O万五四一三
.八四テールの愉出品に割り付けられ、制り付けの合計は一万三九一一・五四八テールで

あったど)
さらに一七三七年の仕訳帳ではーO月一二日の験出品積み出し勘定で二隻のオラン ダ船

の積荷の内、エンクハイゼン号の積荷として輸出された三八枚の小判の仕入高合計一七五
.三二四四テール(諸経費を含む)が合計一七万九八二二・二二テールの輸出品に制り付
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表6-2 1 734 (事保19)年オランダ商自繍出品書i肘小判代銀

開日U 目

享保小判
ーーーーー ーーーーーーー - - -

椋鋼
薩摩産樽脳
神鋼
林高
諸装偽詰

合 計

数 量

2589 st山
『・・ーー ー ー ー ー ーー ー ーーーー

624，000 Q 
4，2424/5 Q 

600，000 Q 
37，5633/5 Q 

454 balijs 

価格(7-f� ) 力嚇値絡附i
13，018.9.7.1.4 

ー------- 司 ， 田 『ーー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーー申『

77，168.ー・ 5，694.ー.2.3.一
9，967._.1.ー・ー 735.4.6.0.4 

74，200._・ー・一・-
5，634.5.4.ー・ー 954. .3.1.5 
2，168.8._._. 159.9.7.6.7 

13，018.5.1.3.8 

註) Negotie Jωrnω1 anno 1733/34， N.F.J.908による。但し小判の価絡
には諸経費が含まれる。

表6-3 1 735 (事保20)年オランダ商館輸出品書肘す小朝附淑

日日目 目

事保小判
ーーーーーーーーーーーーーーー

棒鋼
薩摩産樟脳
諸装偽詰

11 

合 言十

数 量

2，7661/2stux 
--ーーーーー - ー ーー 申・・ーー

756，000 Q 
36，000 Q 

404凶lijs
6，550 ps. 

価絡(テ哨) 繍価格(7�) i 
13，911.5.4.2.8 

ー ーーーーーーーーー ー ーーー ー ーー ー 自ーーーーー『ーーーーーーーーー

93，492._._・ー・ー 12，347.3.2.6 
8，700._・ー ー・ー 1，149.4.2.1 
2，301.3.ー・一・ー 296.5.7.3 

920.5.4. 118.2.2.8 

13，911.5.4.8 

註) Negotie Journaal anno 1734/35， N.F.J.909による。但し小判の価格
には諸経費が含まれる。

表6-4 1 737 (元文2)年オランダ商館輸出品部肘小判代淑

ロ
ロ
ロ 目

ーーーーーーーーーーーーーーー

元文小判
ー - -ー ーーーー『咽� - - --ー

線鋪
薩摩産樽脳
栂絹
糊器
薩摩産栂脳

ーーーーーーーーーーー・・ーーー

合 計

数 量
- - .圃. - - --

38 st山
ー - - .・ - -ーーー『骨ーー ー ー

624，000 Q 
84，225.3/5Q 

636，000 Q 
96 stux 

529 stux 
ー 司・ ー ー 圃 ーーーー司圃

価絡(テ-i� ) 
- -ーー・・ーー-ー骨 ー ・，

175.3.2.4.4 
ー ー ーーー ーーー ー『 噌・ ・・ ー ー ー ー' ー ー

77，168.一 - -・ー
20，354.5.2.一・ー
78，652.ー・ー・ー・ー
1， 223.9.ー・ー・ー
2，423.8.ー・一・ー

ー喧"ー ー ' ー

加算価絡(テ哨)
-圃..司' ー・・ ・圃・ .開. - -- ・・・ ・・・ 4・・ ・・・ ・・・ 4・・ 咽・・ ・圃'

ー ー - - - -ーー 国『ーーーー『ー

38.9.6.4. 
10.2.8.5. 
39.7.1.4. ー

.5.9.5.6 一
11. 9.3.5. 

- -ー'ーーーーー圃ーーーーーー

101.4.9.3.6 

註) Negotie Journaal anno 1736/37， N.F.よ910による。但し小判の価格
には諸経費が含まれる。
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けられ、割り付けの合計はーOー・四九三六テールであったゲ)

註

( 1 )第五章第一節診照。

(2) Negotie Journalen anno 1668/69-1671/72，1690/91，1101/08，1711/12， A.R.A.， 

N.F.J.863-B66，B75，BB8，892. (オランダ国立ハーグ中央文書館所蔵日本商館文書)

(3) Generale Resolutien des Casteels Batavia， A.R.A.， V.O.C.146， fol.31B-322. 

( 4 ) Aanko個ende Brieven van den jare 1130， K.A.11731， ongefol. (東京大学史料編纂

所所蔵マイクロフィルムによる)

(5) Negotie Journaal anno 1730/31， A.R.A.， N.F.J.905. 

(6) Negotie Journaal anno 1132/33， A.R.A.， N.F.J.907. 

( 7 ) op. ci t. . 

( 8) op. ci t.. 

(9) Negotie Journalen anno 1733/34-1736/37， A.R.A.， N.F.J.908-910. 

(10) Negotie Journaal anno 1733/34， A.R.A.， N.F.J.90B. このように同年は小判の実

際の輸出枚数と削付枚数に二O 枚の差があるが、 その理由は不明である。

(11) Negotie Journaal anno 1734/35， A.R.A.， N.F.J.909. 

(12) Negotie Journaal anno 1736/37， A.R.A.， N.F.J.910. 

第二節 元文小判の輸出とオランダ貿易

一七三六(元文元)年幕府は園内金銀貨幣の改鋳を行い、 元文金銀を発行した? 元文小

判は品位は六五・七二%と従前の事保小判が慶長小判と同じ八六・七九%に回復したのと

は一転して再び低下しており、 量目も四・七 六匁と事保小判の約七四%しかなかった? 一

七四二(寛保二)年当時の東インド総督グスタフ・ファン・イムホフの日本貿易に関する

意見書によれば、 この「第四の種類の小判Jの仕入価格は二二スタイフェルで、 従来の享

保小判よりは五%の損失となるものであったという? またフェーンストラ・ カイパー氏に

よれば、 この「五番目の小判」である元文小判は、 一七三七(元文二)年からオランダ貿

易に登場するとともに、 一枚当たりの仕入価格が七テールであり、 一 枚当たりが一三テー

ル六マースの「大きな小判Jであった享保小判より、 オランダ人にとって損失が少なかっ

たとされているア

出島オランダ商館では:一七三六年に新小判の見本一O枚をバタビアに送ったが、 翌一

七三七年六月一五 日付の出島商館長宛の訓令によれば

その価値は現在通用している古い小判の品位と非常に著しく異なっているので、 い
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かなる理由でも従つてはならないω

と、新小判の受け取りを拒否するよう命じている。この訓令に従って、同年の取り引きに

先立つて、一七三七(元文二)年八月一三日に前商館長クライセと新商館長フィッセルは

連名で、年番町年寄久松千兵衛と長崎奉行窪岡肥前守のそれぞれに宛てて書翰を提出した

が、それによれば

昨年パタピアに送られ今年再び戻ってきたーO枚の新しい小判は、試金検査の結果、

非常に悪い品質であることがわかり、そのためインド総督府は、今年六月一五日付の

翰で、唯一の対策として、不利益な新しい小判は受け取るものの、我々が古い方の

小判を再び販売商品の支払いに際して受け取れるように、誼んで要求するよう、 日本

の事務官たちに命令することがよいと考えました?

とあり、 元文小判の受け取りの条件として、従来の享保小判との併用を求めた。

これに対して、翌々日長崎奉行は通詞らを介して、新小判の受け取りを拒否する場合に

は取り引きを中止するごとをオランダ側に伝えてきたがタ これを受けてオランダ側では、

翌一六日に再び新旧商館長の名で久松千兵衛と窪田肥前守に書翰を送り

販売商品の支払いに新しい小判を受け取らなければならず、さもなければ、取引を

行わないまま、日本を離れなければならないというごとが、貴下の名において、全て

の通詞によって知らされました。なぜならば、それは江戸の宮廷の特別な命令であり、

黙って従わねばならず、そのため貴下はごれ以上の当然と思われる要求を聞き入れな

いということであり、 その不利益な新しい小判の受け取りに同意なさいました。それ

に対して、我々はなすすべもありません。そこで、東インドの総督府は、今年六月一

五日付の書翰で、 我々がそのようなことを受け入れることを厳しく禁じました。その

ため、我々が新しい小判の代わりに古い小判を受け取ってもよいということを改めて、

謹んで要求します?)

と、バタビアよりの訓令を盾に、 新小判の受け取りを拒否する姿勢を示したのに対して、

長崎奉行は通詞らを通じて、連日のごとくオランダ側に元文小学jの受け取りを認めるよう

迫り、 元文小学jを受け取らなければ貿易を認めないと脅しをかけた?

しかし、商館長らはその権限がないとして拒否しヤ)同月二四日に再び湿田肥前守に宛て

て、 また翌二五日には久松千兵衛に宛てて、同じ内容の書翰を送っているが、それによれ

ば

この国における会位の負担と経費は、年々増加しており、反対に利益は減少してい

ます。今や、その上、不利益な新しい小判を受け取ることを強いられ、我々はそれに

抵抗しています。その後も、会社の財政は目だたない損失を受けています。そごで、

我々はごの要求書を提出するとともに、寅下が、外国人の事柄として、現在この国で

会社が置かれている状態に、慈悲深い目を向けて善処して下さり、我々の慰めとなる

よう、商品の値段が上がり、会社がより多くの銅を融通されるよう、率直に申し上げ
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。。
ます。

とあり、事態の改善を要望している。また同じく 同月二五日に久松千兵衛と窪田肥前守の

それぞれに宛てた別の書翰によれば

商館長らは、今月一三日と一六日に、 貨下に、新しい小判についてのジャカルタの

インド政庁の命令を明らかにするこ通の書翰を渡しました。 そこで、 通詞全員から、

貨下の名において、我々に回答が 与えられましたが、それは、約束通りに、 支払いに

際しては、新しい小判を出島銀で七テールでド受け取るようにという以前の命令であり、

貴下は、 我々のどんな些細な要求も聞かないということでした。皇帝の命令には、 逆

らうごとなく 従わなければならず、さもなければ、取り引きすることなく商品を積み

戻らなければなりません。我々は、会社はいかに貿易が抑圧されても、 一三八年間の

友情を自分遠の側から損なうごとは、決してありませんでしたし、 それどころか、 常

にそれが損なわれるごとのないように、 改善の望みとともに取り引きをしてきました。

会社は、決して皇帝の命令を拒まずに守り、その愛顧を保っています 。しかし、 その

反面、収支を合わせなければならず、損失を出しながら船で通うごとは できないとい

うことを、貴下が理解して下さるものと思います 。それゆえに我々は、 今一度、 貴下

が外国人の問題として、この王国で会社が置かれている悪い状態に同情の眼を向げて

下さり、販売商品の支払いにおいて、我々になお古い貨幣を与えて下さるように、 率

直に要求します 12)

とあり、過去のオランダ側の実績にかんがみて、 引き続き事保小判を引き渡すように求め

ている。ごうしたオランダ側の抵抗の背景には、 彼らの知り得た情報では、 同年には元文

小判はいまだ江戸・京・大坂の国内の大都市でも通用していなかったということも挙げら

れよう タ)

しかしこうしたオランダ側の努力の甲斐もなく、 同月二五日になって、通詞らは商館長

のもとを訪れて

今年、新しい小判は重い(テール=引用者註)で三テール五マース、 出島銀で七テ

ールすなわち二四グルデンーOスタイフェルで引き渡されるが、来年は重テールで四

テール以上、 出島銀で‘八テールすなわち二八クソレテ・ン以上になること。閣下(長崎奉

行=引用者註)と通詞たちは、我々に友人として、この提案を受け入れることを要求

した。さもなければ、取り引きを行うことなく、すべての積み荷とともに再びパタピ

アヘ出発しなければならないω

として、新小判の仕入価格を同年は事保銀で三五匁(従来の四宝字銀で七O匁)とし、 翌

年は四O匁(四宝字銀八O匁)とする新たな条件を提案してきた。そこでオランダ側では、

閣下たち(パタビアの東インド評議会の委員たち=引用者註)は、その新しい貨幣

を受け取ることで損をしないよう、その一方で‘我々に貿易を続けるよう、とりわけ、

もし新しい小判を前記の値段で受け取ることができ、まだ会社にとって利益となるの
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ならば、 商品を再ひ'パタヒeアヘ積み戻すことのないよう何度も書き送って来ている。

として、 この提案を了承することとなったのであるザ
冒頭に述べたごとくオランダに対する銀の輸出は一六六八(寛文八)年以来禁止されて

いた。 この問、 国内においては、 一六九五(元禄八)年の元禄銀、 一七O六(宝永三)年

の宝字銀、 一七一o(宝永七)年の永字銀と三ツ宝銀、 一七一一(正徳元)年の四ツ宝銀、

一七一六(正徳四)年の正徳事保銀と銀貨の改鋳を繰り返していた。 これに対してオラン

ダ商館は小判を愉出しており、 小判改鋳の影響は受けるものの銀貨改鋳の直緩的な影響は

なく、 一八世紀初期のオランダ商館は、 帳簿上、 依然として慶長銀に基づきーテールー0

匁とし換算の基準としていた。

一方、 オランダ貿易におげる輸出小判は、 国内における金小判の改鋳にともない、 元禄

小判・宝永(乾字 金) ・正徳事保小判と変化を重ね、 この結果、 一七一八(事保三)年間

一O月に発布された新 金銀通用令以後、 オランダ貿易における金銀比価は、 国内の金銀比

価との聞に二 倍の開きを生 じ てしまったのである び このため一七三三(事保一八)年の 新

仕法において、 オランダ貿易の取引においても園内と同様、 享保銀に基づく金銀比価を用

いることが定められた汐 この結果、 オランダ商館の帳簿においては、 圏内の金銀に基づく

銀テールであるr zwaar geld重い銀 Jとその半分の価値の 慶長銀以来の従来の銀テール

をあらわすr Deciωa geld出島銀J(出島でしか通用しなくなったため、 このような呼

称が用いられたものと思われる)の二種が用いられるという、 傾雑かっ煩雑な表記に変更

されたのである。

出島オランダ商館の仕訳帳によれば同年一七三七年一O月一二日の輸出品積み出し勘定

の中には、 三八枚の「新しい貨幣 n ieuwe Blund Jの小判、 四テール六マース一三コンデ

リン五分の四 が記されているザまた同年には例年出島にとどめおかれる出島残し金一万三

六00テールについても、 それまでの享保小判から「新しい小判nieuwe goude coubang J 

すなわち元文小判となったが、 それまでは一枚の価格が一三テール六マースでー000枚

あったものが、 一枚七テールとなったため枚数も一九四二枚七分の六となっている? との

ように同年は輸出小判・出島残し金ともに新小判となったものの、 出島残し金の取引価格

は、 翌年以降の元文小判の仕入価格が採用されていた。

しかし同年の元文小判の輸出は、 オランダ貿易における験出小判が事保小判から元文小

判に切り替わったごとを示すものではなかった。

仕訳帳の現存しない翌一七三八(元文三)年の小判の輸出については不明であるが、 そ

の翌年一七三九(元文四)年の仕訳帳によれば、 同年には再ひ'五七九枚の事保小判が輸出

され、 出島残し金も再び事保小判一万三六00枚となっているタ

また同年の仕訳帳ーO月二二日の輸出品積出勘定によれば、 享保小判の仕入価格は従来

の一枚当たり一三テール六マースではなく、 八テール五マース七コンデリン七分のーとな
色)

っ ている。l しかしその小書きによれば、 実際、 には享保小判一枚の仕入価格は一三テール六
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マースであり、帳簿上の仕入価絡との差額五テールニコンデリン七分の六すなわち一七グ

ルデン一二スタイフェル分は、銅などのその他の輸出商品の価格に転嫁されているというga

さらに同年の仕訳帳の次期繰越高には、

125 ps. nieuwe goude coubangs desen jaare pr. Popkensburg en Arnesteijn 

van Batavia， ontvangen a T.4.6.1.34/5 ider coubang /: welke soo 

die in der tijd mogten werden uijtgegeven sullen loeten gerekend 

werden a T.7.ー・ー・_ off f.24.10.一 gelijk d's Comp. deselve van 

den Japander moet ontfangen komt ・H・M・..…… f.2，018.11._

2，600 ps. groote goude coubangs pr. als boven ontfangen a f.30.7.8 ider 

welke bij den uijtgaaf om redenen als boven moeten werden 

gerekent a T.13.6.ー・_ off f.17.12._ die nu bedragen f.78，975.ー・ー

〔拙訳〕

一二五枚の新しい金小学j 合計二O一八ク'ルテ.ン一一スタイフェル 今年バタ

ピアから来たポプケンスブルク号とアルネステイン号が、小判一枚に付き四テー

ル六マースーコンデリン三と五分の四で、受け取ったもの で、あり、積み出しに際し

ては、会社がそれを日本人から受け取らなければならない価格と同様、七テール

すなわち二四グルデンーOスタイプェルで計算しなければならない。

二六00枚の大きな金小判 上記のごとく、それぞれ三Oグルデン七スタイフ

ェル八ペニングであり、積み出しに際しては前述の理由から、一三テール六マー

スすなわち一七グルデン一二スタイフェルで、計算しなければならない?3)

とあり、同年には前述の五七九枚の享保小判の{也、一二五枚の元文小判と二六00枚の享

保小判が 取引されたものの、これら二七二五枚の小判については、実際の購入価格と帳簿

上の価絡との差額を他の輸出商品に転換することが出来なかったため、輸出品積み出し勘

定で処理することが出来ず、次期繰越分として仕訳を保留されたものと思われる。

したがって、同年オランダ商館が実際に輸出した小判は、享保小判三一七九枚と元文小判

一二五枚の合計三三O四枚で‘あった3ω

仕訳帳によれば、 一七四O(元文五)年から一七四三(寛保三)年までは小判の輸出品
。勾噌積み出し勘定は見られず、すべて次期繰越勘定の中で処理されている。」のことは、この

四か年聞には小判が輸出されなかったのではなく、 一七三九(元文四)年と同様に、

帳簿上の仕入価格と実際、の仕入価格とを他の商品に転嫁しきれなかったことから、次期繰

越勘定に仕訳されたもので、実際に出島に積み残されたわけではなかったのであ る。

それでは、こうして次期繰り越し勘定で先延ばしにされた輸出小判の仕訳は、どのよう
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に解決されたのであろうか。

一七四三年一一月四日の仕訳帳によれば、

Pr.Cassa aan 't Comptoir generaal f.42，866: 5:一_ off T.12，247.5・_._ a 

70 stvs. ider soo veel komt te bedragen te meerder uijtgegeven aan 

ontvangens der onderstaande coubangs Ao.1739 pr. de schepen 't 

Popkensburg en Arnestein van Batavia alhier bekomen， 

〔拙訳〕

〔借方〕現金 〔貸方〕本店勘定 一枚に付き七Oスタイフェルとして四万二八

六六グルデン五スタイプエルすなわち一万二二四七テール五マース

以上は、 一七三九 年にバタピアからここへやって来たポプケンスブルグ号とア

ルネステイン号に引き渡され受け取った以下の小判その他を加えた合計であるデ)

として、 一七三九(元文三年)年以来、毎年、 次期繰越勘定に仕訳されていた元文小判一

二五枚と事保小判二四二八枚の実際の仕入価格と帳簿上の仕入価絡との差額合計一万二二

四七テール五 マースすなわち四万二八六六グルデン五スタイフェルが愉入品仕入勘定とし

て記載されている。 ごの勘定は、 実際にこれらの小判が逆輸入されたわけではなく、 一七

三九(元文三)年以来、 次期繰越勘定で先送りにされた輸出小判が清算されたものである。

この結果、 同年の仕訳帳の次期繰越高には出島残し金以外の小判の積み残しは含まれてお

らず、 翌一七四四(延享元)年からは鱗出小判はすべて輸出品積み出し勘定に仕訳され、

同年には享保小判二四O二枚が一枚当たり一二テール(一二O匁)の値段で輸出されてい

る色η

オランダ東インド会社では、 本国とアジアにおげる銀の換算率を統一するために、 一七

四二(寛保二)年にアジアにおいてもーレイクスダルダーを六Oスタイフェルから四八ス

タイフェルとしたが、 これを受けて出島オランダ商館では一七四四(延享元)年より銀

O匁を七Oスタイプエルから四Oスタイフェルに切り下げるごととした32)このため、 従来

の日本における事保小学jの購入価絡は、 さきに述べた値下げも手伝って、 四七グルデン一

一スタイフェルから一挙に帳簿上の価絡で・ある三Oグルデンをも下回る二四グルデンにま

で下がったのである。

その後小判の輸出は、 表6-5のごとく、 一七五二(宝暦二)年まで見られ、 また享保

小判の輸出値段は、 一七四五(延享二)に一三テール六マース(一三六匁)に戻ったもの

の、 一七四九(覧延二)年より再び一二テール(一二O匁)に値下げされている?)

註
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表6-5 出島オランダ商館小学j輸出量・価格(1731-1752年)

年 枚 数 単価(テ-;�) I単価(ゲI�デン) I 種類 備 考

173l(享保16)
1732(同17)
1733(同18)
1734(同19)
1735(同20)
1737(元文元)
1739(同 3)

174l(寛保元)
1742(同2)
1744(延享元)
1745(同 2)

1746(同 3)
1747(同 4)
1748(寛延元)
1749(同 2)
1750(同 3)

1752(宝暦2)

1 ， 641 ( 1 ， 641) 
8，1131/4(8，1131/4) 
5，608 (5，620) 
5，216 (5，680) 
5，3931/2(2，721) 

38 (125) 
3，304 

じ79
125 

，600 
206 
295 

2，402 
1，400 

(川l)
(878) 

1，000 (800) 
5.000 
1.700 
1， 500 (l， 700) 
2，354 (1，500) 
f1.354 
l1.000 

8241/8 (368) 

85.71/7 
85.71/7 
85.71/7 
85.71ん
85.71/7 
46.134/5 

85.71/7 
46.134/5 
136 
136 
136 
120 
136 

136 
136 
136 
120 

120 
70 

120 

30: 
30: 
30: : 
30: 
30: 

30: 

24: 

24: 

24: : ー

24: 

享保小判

元文小判

事保小判
元文小判 |次期繰越勘定
享保小学U I 11 

( 11 ) 
(元文小判)
享保(元文)

11 

11 

11 (元文)
(元文小判)

11 

元文小判

註)Negotie Journa1en anno 1730/31-1751/52， N.F.J.905-924による。樹瓜の数字はJ.F飽ns廿a
kuiper， Japan en de Buitenl'ereld in de AclJttienrtθEell民 's-Grav目白age 1921. による。

( 1 )田谷博吉『近世銀座の研究』、 吉川弘文館、 一九六三年、 二八五頁。吉川光治『徳

川封建経済の貨幣的機構』、 法政大学出版局、 一九九一年、 五六一五七頁。

( 2 )田谷、註( 1 )所掲書、 二九一頁。

(3) G.W.van rlhoff， Consid，θratien OYθr den Handel in Japan lIet dθBijlagen， V. 

O.C.2612， fo1.2311. 

( 4) J.Feenstra Kuiper， ibid.， p.125. 

(5) Bataviads uitgaand briefboek， A.R.A.， V.O.C.990， fo1.110-111. 

(6) Overgekome br ieven uit Batavia， Ms.A.R.A.， V.O.C.2410， fol.147-149. 

( 7 ) J.L.Blussé & W.G.J.Remme1ink eds.， ibid.， p.472. 
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第三節 一八世紀転換期のオランダ商館の銅輸出

「長崎実記年代録』によれば、事保ーO年(一七二五)から元文二年(一七三七)まで

の一三年聞に六回にわたって、オランダ船に対して「臨時J銅の輸出が見られる。 この

『臨時J銅の性格について鈴木康子氏は、比較的輸出量の少ない時の措置であったとされ

ているが? その時期は、一七二五(享保ー0)年から一七三七(元文二)年までの九回に

わたるオランダ船による洋馬の輸入の時期とほぼ一致しており、この「臨時J銅は、洋馬

輸入に対する直接的な褒美である享保一八年(一七三三)と元文三年(一七三八)の二度

にわたるf拝領銅Jとは別の間接的かつ実質的な褒美であったと思われる2)

また、ごの「臨時Jの意味も、 享保五年(一七二0)に幕府によって定められたオラン
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ダ船に対する新たな銅輸出制限量である-00万斤に対するものではなく、 「長崎実記年

代録Jに記された「商売銀高ニ削合J、 すなわち輸入品の取引高に対して設定されていた

ものであると思われる? 表6-6に見られるごとく、 享保九年(一七二四)から事保一八

年(一七三三)まで取引高の約三一・ 五%に固定されていた「商売銀高二割合J銅は、 翌

事保一九年(一七三四)から元文元 年(一七 三六)までは約五一・五%となり、翌元 文二 年

(一七三七)から寛保二 年(一七四二)までは六0%前後にまで増加している。 ところが

翌寛保三 年(一七四三)になると『長崎実記年代録Jからは、 この「商売銀高二割合J銅

と「臨時J錫の記述は消えてしまう。

表6-6 出島オランダ商館輸出鍋内訳(1724ー1742 年)

長 崎 実 記 年 代録
年 仕訳帳

商売高部地鍋 % 臨時銅 その他銅

1724 (事保9) 430，200 31.5 。 170，200御助成買波 600，000 
1725 (同10) 1，000，000 31.1 50，000 。 1，050，000 

1726 (同11) ω0，000 30.9 60，000 。 860，000 
1727 (同12) 1，000，000 31.5 。 。 1，000，000 
1728 (同13) 960，000 31.5 。 。 一
1729 (同14) 1， 000，000 31.5 。 。

1730 (同15) 780，000 31.0 50，000 。 一
1731 (岡 山) 444，000 31.5 。 。 444，000 
1732 (同17) 990，800 31.5 。 。 990，ωo 
1733 (同18) 811，320 31.5 。 100，000拝領鍋 811，320 
1734 (同19) 1，000，000 51.5 20，000 。 1，020，000 
1735 (同20) 100，000 。 630，000 
1736 (元文元) 1，070，000 51.5 。 。

1737 (同 2) 1，000，000 58.3 35，000 15，000遺周商売之内 1，050，000 
1738 (同 3) 1，000，000 59.7 。 50，000拝領銅
1739 (同 4) 1， 000，000 58.0 。 。 1，000，000 
1740 (同 5) 1，000，000 57.2 。 。 1，000，000 
1741 (寛保元) 1，000，000 57.7 。 。 1，000，000 
1742 (同 2) 1，000，000 62.4 。 。 1，000，000 

註) r倒崎鶏己年代録J(九州大学文学部文化史研究施設所蔵)お よび陶ot印刷rnalen anno 
1723/24-1741/42， N.F.J.901-914 による。単位は斤。

前述のごとく、 同年 にはオランダ船に対する取引高が銀六00貰自分に半減し、 銅.出

量が六O万斤に削減されている。 「長崎実記年代録Jによれば、 当時オランダ船に対する

鍋の輸出価格はー00斤当たり六一・七五匁であり、 六O万斤では三七O貫五00目とな

る。 これは同年 寛保三 年 に新たに定められた取引高銀六00賃自分の六一・七五%に当た

る。 このことから、 同年銅紛出量が新たに六O万斤に 制限された板拠は、 それまでの「商

売銀高二割合J銅の実績を踏まえ、 新たな取引高六00貰自に基づき算出されたものであ
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ると言えよう。オランダ船に対する取引高と銅輸出量は、前述のごとく、 その後延享二年

(一七四六)に取引高銀九00貰自分・銅愉出量一一0万斤と緩和されるが、注目すべき

は、 これによって取引高に対する銅輸出割合が、六一・七五%から七五・四七%に増加す

ることである。 ごのように取引高の縮小の中で、むしろ銅輸出の比重は増大していること

が指摘できる。

さらに「長崎実記年代録」によれば、宝暦二年(一七五二)より宝暦一二年(一七六二)

までの問、オランダ船に対して、「脇荷代りJの「下地錫jが記載されている。同じく日

本側の史料である 「大意書Jによれば「阿蘭陀脇荷代り銅器物並旅中調針金御用銅を以相

仕立波方之事jとして

阿蘭陀脇荷代り銅器物並針金買渡の儀は、貸暦元未年菅沼下野守様御在勤の節、紅

毛人容府の棚上方調の儀奉願候慮、於江府相願候様被仰波、翌申春於江府松浦河内守

様ヘ奉願、高七千斤程買調の儀御免被仰付、其後年々貿波高五千斤宛相調、同三酉年

は四千斤買調被仰付、残千斤は翌成年紅毛人帰郷の上買調被仰付、 同六子年より御定

高七千五百斤に相極り、右の内試千五百斤は長崎器物商人共見世賓の分、紅毛人好に

相調、 残五千斤の内四千斤は、例年紅毛人参府の節、於大坂編針金にて貿調、猶残千

斤は商売後、 器物にて買調候積り相極り申候、尤同七丑年より追脇荷代り銅器物千八

百斤鈴買波の儀奉願、同十一 巳 年迄年々右斤高程賞渡来、同十二丑年は追脇荷代り壱

蔦七千斤総は買渡候に付、同十三未年石谷備後守様御在勤の節、右追脇荷代りは相止

申候、勿論賓暦二申年よりは、紅毛脇荷代りに平鍋拾蕗斤宛貿波被仰付候得共、同十

二午年紅毛人平岡買滋の儀御断申上、右代り銅器物五千斤宛買渡の儀再謄奉願候に付、

貧暦十三未年より 年々右斤高買滋被仰付、(以下略)ω

とあり、その要点は以下のごとくなる。

①宝暦元年(一七五一)、オランダ船に対する「脇荷代り銅器物Jと「針金Jを商館長

の江戸参府の際に大坂で調達することを、オランダ側から長崎奉行に願い出た。

②翌宝暦二年(一七五二)、江戸にて長崎奉行松浦河内守に願い出たところ、「脇荷代

り銅器物』及び「針金Jとして、同年は七000斤、翌宝暦三年(一七五三)よりは

五000斤、一七五六(宝暦六)年よりは七五00斤の許可を得た。

③この七五00斤の内訳は、長崎における器物商人共見世売り分一五00斤、参府途上

の大坂における銅針金分四000斤、長崎における器物分一000斤となっていた。

④宝暦七年(一七五七)よりオランダ船に対して「追脇荷代り銅器物J一八00斤、宝

麿一二年(一七六二)には二七00斤が許可されたが、宝暦一三年(一七六三)に廃

止された。

⑤宝暦二年(一七五二)より宝暦一二年(一七五二)までオランダ船に対して「脇荷代

り平銅J �O万斤が認められた。

@宝麿一二年(一七六二)に「脇荷代り平銅Jが廃止され、翌宝暦一三年(一七六三〉
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よりは「脇荷代り銅器 物J五000斤のみとなる。

一方、オランダ側の史料である仕訳般には、この脇荷代り銅は記載されていない。それ

は、この脇荷代わり銅が文字どおり個人貿易での銅輸出であったことによるものと思われ

るのであるが、オランダ側の史料により、ごれらの六点を検証してみることとしよう。

先ず①の宝暦元年(一七五一)にオランダ側の要望によって、脇荷取引において銅を愉

出することととなったという主張であるが、同年のオランダ商館の日記によれば、一七五

一(宝暦元)年八月二 二日にオランダ商館長は長崎奉行松浦河内守との会見を要求し、翌

日これが拒否されるや、同月二四日に銅輸出量の増加と輸入商品の値上げとを要求する長

崎奉行宛の書翰を提出した? 九月一五日になって長崎奉行の使者と通詞・通詞目附らが商

館長のもとを訪れて

会社は、既にここでー00年以上取り引きしてきたことを考慮して、昨年と同様、

今年も三隻の船の積み荷を取引することを許された。すなわち、一万一000ピコル

の棒鋼を受け取り、従来の値段で商品を販売してもよい?

ことを返答しているが、「大意書Jにいう『脇荷代り銅器物Jと「針金Jについての記述

は、あるいは個人貿易に関する事柄のためか見られない。

次に②の翌年、江戸において長崎奉行ヘ願い出たとされることについても、翌一七五二

年四月一七日に商館長らは参府のため江戸に到着し、五月九日まで滞在するものの、ごの

間に在府中の松浦河内守ヘ願い出た事実は確認出来ない(2 また③から⑥までに見られる

『脇荷代り銅器物J・『針金」・「脇荷代り平銅J・「追脇荷代り銅器物Jは、いずれも

脇荷分としての取引であるためか、オランダ側の仕訳帳には記載されていない。

そこで宝暦二年(一七五二)から明和六年(一七六九)までの「長崎実記年代録」と仕

訳I阪に記載されたオランダ船の銅輸出量を一覧したものが、表6-7 ・ 8である。

それによれば、脇荷分の取引におげる銅輸出である「脇荷代り平銅Jが、「長崎実記年

代録Jでは「脇荷代り下地銅」として記載されているのに対して、仕訳帳には記載されて

いない。この「脇荷代り平鍋jは、⑤によればーO万斤が認められていたということであ

るが、表6-7のごとく、宝暦九年(一七五九)からはほぼ一一万斤となっている。

また「長崎実記年代録Jには、 宝麿一三年(一七六三)から「金代り鍋Jが記載されて

いるが、仕訳帳には載っておらず、同年には正式にオランダ船に対する小判の輸出が禁止

されているごとからも、この「金代り銅Jは『脇荷代り下地銅Jに代わるものであり、会

在荷物ではなく脇荷の取引に充てられたと見られ、その削当量は七万斤であったと思われ

る。またそれは『脇荷代り銅器物J五000斤とは別と考えられる。

一七五二(宝暦二)年九月七日、オランダ商館は幕府との聞に新たな貿易協定を結ぶが、

同年一二月六日付の商館長ダピッド・ブーレンの年次報告によれば、この協定は

一、会社は今後、 二五万テールの定高以上の商品を取引しではならない。この中には、

宮廷への贈り物を除く、 残りの部分が含まれる。
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表6-7 出島オランダ商館輸出銅内訳(1752 -1762年)

長崎実員辞tむ録
年 仕訳帳

定高鍋 脇荷代り鋼

1752 (宝暦2 ) 1， 100，000 72，365.313 1，100，000 
1753 (同 3) 1，100，000 90，000 1，100，000 
1754 (同 4) 1，100，000 90，000 1， 100，000 
1755 (同 5) 1，100，000 63，217.5 1， 100，000 
1756 (同 6) 1， 100，000 90，000 1，100，000 
1757 (同 7 ) 1，100，000 90，000 1，100，000 
1758 (同 8) 700，000 。 700，000 
1759 (同 9) 1，500，000 112，600 1，500，000 
1760 (同10) 1，100，000 110，000 1， 100，000 
1761 (同11) 1，100，000 116，782.5 1，100，000 
1762 (同12) 1，100，000 110，000 1，100，000 

註) r長崎鶏己年代減j (九州大学文学部文化史研究施設所蔵)お
よぴNegotie Journalen anno 1751/52-1761/62， N.F.J.924-
934による。単位は斤。

表6-8 出島オランダ商館輸出銅内訳(1763 -1769年)

同崎鶏己年t場
年 イ士訳帳

定高鍋 金代り鍋

1763 (宝暦13) 1， 100，000 110，000 1，100，000 
1764 (明和元) 1，100，000 70，000 1， 100，000 
1765 (同 2) 600，000 。 600，000 
1766 (同 3) 1，000，000 。 1，000，000 
1767 (同 4) 650，000 35，000 650，000 
1768 (同 5) 697，500 。

1769 (同 6) 1，322，500 70，000 

註) r長崎刻己年代録j (九州大学文学部文化史研究願受所蔵)お
よびNegotie Journalen anno 1762/63-1768/69， N.F.J.935-
939による。単位は斤。
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二、商品に対する値段の他に、六000テールの制り噌し金が、売上高全体に加えて

与えられる。

三、毎年一万一000ピコル(一ピコルはー00斤=引用者註)の縛銅が一二テール

三マース五コンデリンの従来の値段で引き渡される?

という、それまでの取引方法を確認するものであった。したがって同年がオランダ貿易に

とっての画期となったことは、会社荷物の取引以外に、オランダ船の脇荷に関する交渉が

オランダ側の公式の記録としてとどめられたことにあったといえよう。すなわち、同月三

O 日に大通詞吉雄幸左衛門が商館長のもとを訪れ

もし個人貿易(脇荷=引用 者註)を行う人々が、いくらかの商品を小判と交換に売

るためにやって来たのであり、もし平鍋が少なくとも四Oテールで受け取られるなら

ば、以前話をした平鍋を交換に受け取る気があるかどうか?

と、脇荷貿易における平鍋(plaa tkoper )の輸出を打診してきた。これに対して商館長は

難色を示しているデその後もオランダ側は脇荷における平銅の取り引きを拒否していたが、

翌一O月二九日には再び通詞らが訪れて、下地銅の輸出を承諾するか否かを尋ねたのに対

して商館長は

われわれは、評議会の命令を得ずに、個人貿易に板銅やその他の鍋を一度たりとも

輸送することを許されてはいない。その上、会社がその雇用人によって、いくらかの

努力を傾けながら実現できずにいる こ とを、 個人貿易が得られるようになることは理

に合わないV

と返答している。翌々日三一日にも通詞が訪れ

江戸の宮廷が許可した一一O万斤以上の銅が会社に引き渡されることは不可能であ

る。(中略)もし拒否するのであれば、会社は個人貿易に長官の好意を得ることは出

来 ωない

として、オランダ側が下地銅を受け取らなければ、脇荷の取引を廃止することを示唆した

ため、やむなく、翌一一月一日になって、オランダ側は脇荷における下地銅の受け取りを

了承する旨を伝え、ょうやく同年の脇荷の取引も始まったのである?)

註

( 1 )鈴木康子「近世鍋貿易の数量的考察ーオランダ東インド会社の日本銅輸出ー」

( r中央大学大学院研究年報』第一五号W、一九八六年)。

( 2 )第五章第三節参照。

( 3 )同前。

( 4) r大意書j ( r近世社会経済叢書』第七巻、改造社、 一九二六年)、一二頁。

(5) J.L.Blussé & P.van der Velde， T!Je J)es!Ji/J1a J)agrθgJstθrs， t!Jeir originaJ 

tabJe 01 contents VoJ. VII /740-176αLeiden， 1993， p.204. 
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(6) Dagregister anno 1151， N.F.J.161， f01.132-134. 

(7) J.L.Blussé & P.van der Velde， ibid.， pp.223-224. 

(8) Afgaande brieven van anno 1152， K.A.1l134， ongefol. 

(9) Dagregister anno 1752， N.F.J.162， fol.211-212. 

( 10) op. ci t. . 

(11) Dagregister anno 1152， N.F.J.162， fol.242. 

(12) Dagregister anno 1152， N.F.J.162， f01.246-248. 

(13) Dagregister anno 1152， N.F.J.162， fol.250. 

ま と め

以上のごとく、一七世紀後半以来、銅と小判とを主要輸出品としその利益に依存してき

た出島オランダ商館の貿易は、一八世紀前半の事保期から宝暦期にかけて大きな画期を迎

える。

その一つは、 園内の 金銀貨幣の改鋳にともなう小判の値上げと品質の低下であった。享

保七年(一七二二)からの享保小判の輸出による損失の拡大によって、 出島オランダ商館

は一七 三 0年代に入ると、その経営帳簿において、イン ドにおける販売損失を他の輸出商

品の仕入価格に転嫁することによって負担することを余儀なくされたのである。さらに元

文二年(一七三七)の元文小学jの導入後も、事保小学jの輸出が認められるものの、 オラン

ダ商館は、新たにその損失を繰り越すごとによって対処せざるを得なくなった。

一方、銅の輸出においても一七二0年代に入ると、事保六年(一七二一)よりのオラン

ダ船に対する銅輸出量をー00万斤とした幕府は、これとは別にオランダ船の銅輸出の適

正量を取引高に対して設定した「商売高二割合Jを定高鍋とし、それ以外を「臨時銅Jと

する新たな 方針を示した。一七四0年代における幕府によるオランダ貿易の取引高の縮小

は、逆に銅愉出の比重を増大させ、それは一七五0年代には下地銅(平鍋)の輸出、 一七

六0年代には小判の代償を名目とする「金代り鍋Jとなって、 いずれも脇荷分の取引とし

てあらわれるのである。

一七六0年代の出島オランダ貿易は、一七世紀以来の小判輸出が最終的に終鳶を迎える

とともに、一転して金銀の輸入が始まる転換期であった。また銅輸出においてもインドを

中心とするオランダ東インド会社のアジア貿易の衰退の中で日本銅市場が衰退してゆくご

とによって、さらなる局面を迎えるものと思われるが、それについては今後の課題とした

い。
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努事寸三重量 一一---''-..-.笠浮己tH.屋高オランタ1"'fI篭食官OJ相暗唐筆書E

易�

は じ め に

近世オランダ貿易における輸入品に関する従来の研究は、主として出島オランダ商館の

経営i帳簿の分析に基づきながらも、 一七・ 一八世紀の主要輸入品であった生糸などの特定

商品の輸入量の推移を一定期間にわたって明らかにするものと、一七世紀から一九世紀に

いたる間の特定年次についての同商館の全輸入商品の数量・価絡を解明するものとのこつ

のタイプに大別されよう5)また近年では、 オランダ側史料と日本側史料との比較照合から、

積荷から長崎会所での藷札に至る各段階での数量・価俗の比較検討が重要なテーマとなっ

ている?

このような研究状況のもとで、 筆者がとりわけ関心を抱いているのは、こうして明らか

にされつつある輸入品の数量の増減や価格の上下が、園内・国外のどのような政治・経済

もしくは社会的条件のもとで生じるのかということである。言うまでもなく、これらの輸

入品の大半は、 その生産を国外に依存する幕藩制的非自給物資で‘ あり、その限りにおいて

鎖国制下の国内経済は、一七世紀から一九世紀にいたるアジアにおける国際分業体制の中

に組み込まれていたのであ。 この点を考慮するならば、長崎貿易における紛入品の数量的

変化は、 国際分業関係の変動に起因するといえよう?また、これら輸入物資の中には、生

糸・綿布・砂糖などのように、近世を通じての国内諸産業の発達によって国産化が達成さ

れ、 国内市場においては国産品と給入品とが競合するのみならず、国産商品が主要な地位

を占めるものもあらわ れる?かかる事実から、鎖国体制下の長崎貿易は、単なる量的制限

の過程ではなく、国内外の諸条件に規定されつつ、 構造的に変化していたごとを推論しう

るのである。 そして、 そのことを解明するためには、輸入品の数量・価格の変化を手がか

りとしなければならない。

そこで本章では、輸入品の量的変化を国内・国外の諸条件との関連の中で具体的に捉え

ながら、近世の園内社会における輸入品の役割を採るべく、出島オランダ商館による砂糖

の輸入について考えてみたい。オランダ船による砂糖の輸入については、これまで岩生成

ー・山脇悌二郎両氏の研究があるが タこれらの先行研究を踏まえつつ、一八世紀における

出島オランダ商館による毎年の砂繍の輸入量・取引量を具体的に明らかにするとともに、

その構造的変化をオランダ東インド会社のアジア貿易の特質、出島オランダ商館の輸入品

における砂糖の位置、 そして囲内における商品経済の発展と輸入砂糖の役割の諸条件から

考察することとする。

註
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( 1 )個別輸入商品の数量については、 オスカー ・ナホッド著・富永牧太訳『十七世紀日

蘭交渉史J (養徳社、 一九五六年)、 山脇悌二郎「オランダ東インド会社の対日生

糸貿易J ( r日本歴史』第三O五号、 一九七三年)、 同『長崎のオランダ商館』

(中央公論社、 一九八O年)などがある。 一方、特定年次の輸入品については、 山

脇「スタト・ティール号の積荷一江戸時代後期における出島貿易品の研究ーJ

( r長崎談叢』第四九輔、 一九七O年)、 加藤鎌一「一六三六年度平戸オランダ商

館の輸出入商品J ( r東京大学史料編纂所報』第四号、 一九七O年)、 科野孝蔵

『オランダ東インド会社� (同文館、 一九八四年)、 石田千尋「近世中期オランダ

船積荷物の基礎的研究一天明元 年 ・ 二 年(一七八一・ 一七八三)を事例として一J

( r青山学院大学文学部紀要』第二七号、 一九八六年)、 同「近世後期における出

島貿易品とその取引過程一文化十一年(一八一四)長崎入港シャルロッタ号の積荷

を事例として一J ( r史学雑誌』 第九七編第八 号 、 一九八八年)などがある。

( 2 )こうした仕入れ段階と落札段階の数量・価絡の相違を指摘したものとしては、 中村

賞「鎖国下の貿易j (加藤後一・山田忠雄編『講座日本近世史2 鎖国』有斐閣、

一九八一年)、 同「貿易商品と国際分業j (荒野泰典・石井正敏・村井章介編『ア

ジアの中の日本史III 海上の道』東京大学出版会、 一九九二年)、 石田(前掲『史

学雑誌� )論文がある。

( 3 ) 朝尾直弘「一七世紀における産業構造の特質J ( �日本史研究』五六号、 一九六一

年)。

( 4 )これまでに武部善人『綿と木綿の歴史Jl (御茶の水書房、 一九八九年)。浜下武志

・ 川勝平太編 『アジア交易闘と 日本工業化 � (リブロポート、 一九九一年)等の木

綿や砂糖についての研究がある。

( 5 )岩生成ー「江戸時代の砂糖貿易についてj ( �日本学士院紀要』第三一巻第一号、

一九七三年)、 山脇悌二郎、 前掲番。

第一節 パタピアにおけるオランダ東インド会社の砂糖取引

オランダ東インド会紅のアジアにおける砂糖の供給は、 一七世紀初期には中国・台湾・

シ ャ ム ・ ベンガルといった会社の支配領域外に依存していたが、 オランダは一六三七年 に

はバタピアにおける砂糖の栽培に試験的に着手した? 当時、 一六三0年代後半から四0年

代前半にかけてのアムステルダム市場においては、 西インド産の砂糖の値上りがあり、 こ

のことがオランダ東インド会社の取締役会にジャワ産の砂糖への関心を抱かせたので‘ある?

加えて、 一六六二年オランダが台湾より撤退したことによって、 東南アジアにおける砂糖

の供給地としてのジャワの地位が相対的に強化された。 その後、 一六七七年にはオランダ
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は、 ジャワ島の中東部を支配するマタラム王国の国王との条約において、 同王国内の全て

の砂備を会社が独占的に購入することを義務づけており、 会社のジャワ経略上の重要な施

策としてジャワ産砂糖の確保を目指していた?)当時、 オランダ東インド会社はジャワ産砂

備とともに、 ベンガル産砂糖を買付げていたが、 ベンガル市場はオランダにとっての強力

なライバルであるインド商人の支配するところであり、 このためオランダ東インド会柱は、

ジャワ産砂糖を中心として、 その販路をインド以外の日本・ ペルシアといった東西の遠距

雌貿易に求めていくことになるのであるデ

ごごで一六九九年からのパタピア仕訳帳(Bataviaas Negotie Journalen )と一七O三

年からのパタピア元帳(Negotie Grootboeken gehouden te Batavia )によって、 一七世

紀前半のパタビアにおけるオランダ東インド会社の砂糖の供給状況を具体的に見てみよう ?)

パタピア仕訳帳によれば、 オランダ東インド会社は一七00年五月末日に白砂楯四一万

三O二三ポンド・氷砂糖一一万二四二二ポンドを購入しており、 同年六月二七日には日本

ヘ向けて白砂糖九六万二三八六ポンド(粗糖一万三六二六ポンドを含む) ・氷砂糖二四万

五三四八ポンドが送られているデまた一七O二年にはパタビアから日本ヘ向かった四隻の

オランダ船には、 白砂糖一三六万O二五四ポンドと氷砂糖一八万九O四三 ポンドとが積み

込まれていたが、 同年の出島オランダ商館の仕訳帳(Negotie Journaal)によれば、 同商

館は白砂糖一三四万一一一七ポンド・氷砂糖一八万九O四三ポンドを輸入しており、 パタ

ビア仕訳般の日本向け輸出量とほとんど一致している?このことから、 一八世紀初期に出

島オランダ商館が輸入していた砂備はジャワ産の砂糖であったことが確認されよう。 また

表7 - 1のように、 一七O一年九月から一七O二年八月までの聞にパタピアよりベルシア

. マラパル・希望峰・ コロマンデル・ セイロン・オランダ本国といった日本以外の地域に

送られた白砂糖は合計一三八万六五六八ポンドであり、 日本への輸出量と合わせると二七

二万七六八五ポンドとなる? 一方、 同年度にバタピアにおいて購入されたジャワ砂糖は、

白砂糖三O五万O八三七ポンド・氷砂糖二五万六六九0ポンドであり、 このことから日本

のみならず上記の他の地域ヘ供給する白砂糖も、 すべてバタビアから輸出されていたと考

えられる?

一七O四年以降、 オランダ東インド会社はパタビアにおいて、 毎年五00万ポンドを越

える白砂糖を購入しており、 一七O四年から一七三九年までの平均購入量は、 白砂糖約七

一二万一七七二ポンド 、 氷砂糖約三六万一六八七ポンドであった タまた砂糖の輸出先につ

いて見ると、 一六八O年から一七O九年までの三0年間にパタビアから合計六八四二万五

七一一ポンドの白砂糖が輸出されているが、 ごのうち三五・六四%の二四三八万七七一八

・二五ポンドがペルシアヘ、 三一・四七%の二一五三万一五二五ポンドが日本ヘ、 二0・

一一%の一三七六万二二八四ポンドがオランダ本国ヘ送られており、 これら三つの地域だ

けで輸出量全体の八七%を占めているのである タ

しかし一七一0年代に入ると、 パタピアからアジア各地への砂糖の輸出に大きな変化が
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表7-1 1 702年度パタピア砂精取引

白砂繍(ホ.ンド) 氷砂糖〈ホ.ント1)

借 前擁鰍越分 341，574 。

方 購 入 分 3，050，ω7 256，690 

日本 1，360，254 189，043 
ペルシア 958，828 106，668 

貸 輸 セイロン 4，810 。

マラパル 25，174 。

出 J[7;1ンデI� 6，369 2，701 
スマトラ 746 。

先 希望峰 13，979 。

オランダ 376，457 。

方 マラッカ 205 234 

次銀撤越分 321，871 86，935 

註)パタビア仕訳帳(Bataviaas Negotie Journaal加no

1701/02， K.A.11833)による。このほかに借方にはアジ
ア各地の商館からの積み戻し分など、貸方にはパタピ ア
での売却分・自家消費分か勘定されている。

あらわれる。まず日本への輸出量が減少し、 また日本と並んでア ジアにおける大きな市掲

であったペルシアへの輸出も、 一七二二年のソフィ王朝の滅亡とアフガンと の戦争のため

に、 ほとんど途絶するのであ る?一方 、 ヨ一口、ソパにおける砂糖価格の上昇によって一六

九八年から再開されたバタピアよりオランダ本国への砂糖の輸出は、 一七O四・ 一七O五

. 一七O九・ 一七一四・ 一七一六年の五年間には平均一七二万三八六三ポンドが輸出され

ていたが、 その後、 図7 - 1に見られるように 、 一七 - 0年代末より急増し、 一七一九・

一七二二・一七二四・ 一七二五・ 一七二七年の五年間には平均で四五八万四五三七ポンド

と前述の五年間の二・七倍に増加しているt3)

しか し、 こうした一七一0年代末からの本国向けの白砂糖の輸出量の増加は、 ヨーロ ッ

パにおける砂糖の需要を反映したものではなかったことは留意すべき点であろう。すなわ

ち、 一八世紀末に始まるオランダ本国におけるジャワ白砂糖の需用は、 実際には一七一0

年代半ばをピークとして低下しつつあったのであり、 その証拠に 一七二四年には本国の取

締役会はバタピアに対して、 パラスト以上のジャワ白砂糖を送らないように求め、 本国へ

の輸出量を年間二00万ポンドに制限することを伝えている?ところが、 こうした本国の

方針にもか かわらず、 パタビ アより本国への白砂糖の輸出は依然伸び続け、 一七二七年に

は五三四万五O四一ポンドの白砂糖が輸出され、 そのピークに達するのであ るヂ

それではパ タビアは、 なぜ本国の意 に反して白砂糖の紛出を都大し続けたのであろうか 。

七二六年一O月二一日付のバタピア当局より本国への一般政務報告は、 その理由に つい
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註) Negotie Grootboeken gehouden le Batavia 10810-10831，10671-10679による。

て

大量の砂糖を積荷として乗せることは、 現在その生産物がスラットとペルシアに

おいて市場を見いだすことができず、 困総しているジャカルタの砂糖農民のために、

とりわげ必要であるデ

としている。また一七二七年 一一月三O日付の一般政務報告では、 表退しつつある砂糖の

栽培を育成する必要から、 ある程度の砂糖を本国に送らなければならない、 とも述べてい

るのである?こうしたことから一七一0年代末からのオランダ本国への白砂織輸入量の急

増は、 ヨーロッパにおける需用を反映したものではなく、 アジア市場で供給過剰となった

砂糖を吸収し生産を維持するための、 すぐれて政治的な措置であったとともに、 日本への

輸出量の減少も、 ヨーロッパ あるいはスラット・ セイロン ・マラパルなどの他のアジア市

場への供給増によるものではなか ったのである。

その後、 一七四0年代に入るとともに、 パタピアにおけるオランダ東インド会社の砂糖

の購入量は急落し、 白砂糖は一七四一年に-00万三六三九ポンド、 四三年には七一万五

三三五ポンド、 氷砂糖は一七四一年に六 一三ポンドまで減少するヂノYタピアにおける砂糖

購入量の減少は、 直ちにパタビアから砂糖に依存していた出島オランダ商館の砂糖輸入と

取引に深刻な影響を及ぼした。すなわち、 同商館の砂鮪輸入量は、 寛保元年〈一七四一)
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にはBariga (下白糖)四六万八八六四ポンドと氷砂糖六一三ポンドの合計四六万九四七

七 ポンドに洛込み、 同三年(一七四三)までの三か年平均でも五九万六七一八ポンドにと

どまったのであるγ)それでは、 このよ うに一七四0年代前半のオランダ東インド会社のパ

タピアにおげる砂精の購入量を激減させ、 出島オランダ商館の砂糖輸入に影響を及ぼした

原因は一体何であったのだろうか。

一七四O年一O月にパタビア総督府による中国人移民の制限をきっかけとして起こった

華僑の暴動はパタビア郊外の砂糖農聞にも及び、 オランダ当局の鎮圧によるバタビアだけ

でも一万人ともいわれる中国人移民の虐殺によって、 ょうやく終結を見るヤ)しかし、 この

暴動と砂糖農園との関係は、 加害者(暴徒) =中国人移民、 被害者=砂糖生産者という単
Qβ ー

純な図式ではなかった。オフンダ側の記録によれば、 一七一O年頃にはパタビア周辺には

一三O基の製糖用の風車があり八四人の所有者がいたが、 このうちヨーロッパ人が四人、

ジャワの行政官が一人で、 残りは全て中国人であったとい うザすなわち、 一八世紀当時に

おいては、 パタビア周辺の砂糖農園および製備工場は、 主として中国人移民の手により所

有され経営されていたのであり、 そこに一八世紀におけるオランダ東インド会社の砂精貿

易のt構造的な問題が内在していたと考えられるのである。

バタビアにおける中国人移民の歴史は一七世紀にさかのぼり、 一六四六年のオランダ東

インド会社とマタラム王国との平和条約以後、 バタビアには大量の中国人が入植している。

中国人は当初からパタビアにおける砂楠の生産に深く関わっており、 一六五O年には既に

バタビアの周辺に中国人の風車による製糖工場が稼働し、 年間二四万五000ポンドを生

産していたが、 一六六二年には九六万九八00ポンドを生産するまでに発展していたとい

うデ)また先に述べたごとく、 一六七七年のオランダ東インド会社とマタラム王国との間に

砂備の独占売買が契約された後も、 中国人により栽培された砂糖は、 会祉以外のルートで
い色�

も、 より高価絡で取引されていたといっ。

先述のバタピア仕訳l憾によれば、 一七00年五月末日にはオランダ東インド会社は、 パ

タピアにおいて、 一七人の人物から白砂糖四一万三O二四ポンドと、 九人の人物から氷砂

糖一一万二四四0ポンドを購入しているが、 このうち白砂糖では一五人までが中国人であ
(25) 

り、 氷砂糖では全員が中国人であった。また、 一七O一年九月から翌一七O二年八月まで

の一年間に、 オランダ東インド会社に砂糖を売却した人物は一二三名にのぼっているが、

取引屋三三O万七五二七ポンドのうち、 三O二万五四九0ポンドが中国人から購入されて
色。

おり、 白砂糖の九0・九三%、 氷砂備に至っては一00%を占めていた(表7 - 2)。 ご

のことからも、 一八世紀におけるパタビアでの砂糖の生産と供給が、 中国人移民の存在を

抜きにしてはありえなかったごとが確かめ られよう。さらに、 一七O二年度にオランダ東

インド会社に最も大量の砂糖を販売した人物は、 バタビアにおける中国人祉会の首領(Ca

pi tan) であり、 中国人販売者の中には副首領(Leu i tenant )の名も見られることも、 当

時のバタビアにおける砂糖の販売が、 パタビアにおける中国人社会の経済的影轡力のもと
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表7-2 170 2年度パタピア砂糖主要販売者

氏 名 白砂糖(ホ.ンド) 氷砂糖(ホ.ンド)

《オランダ人》
An凶∞ij Adriaanszoon， mardijker 89，586 。

Corneris Chasteleijn 35，071 。

de Roij， juffrouw 31，661 。

Radder， juffrouw 20，007 。

Lambert Jacobszoon 15，410 。

Jacob Janze 15，170 。

Christian Jonk， burger 12，823 。

Steuphaas， juffrouw 12，717 。

Frank Bernardus Frankenardszoon 12，601 。

Hendrik Cardeel， burger 8，824 。

Jacob de Lange 7，667 。

Jan Francis， mar廿ijker 7，625 。

計 269，162 。

《ジャワ人》
Soetawangza， Javaanzen Capitan 。 5，250 
Soeta Wangza 7，625 。

計 7，625 5，250 

《中国人》
Limkeenko， Chinees Capitan 126，338 19，572 
Nieij Litsoeko， Chinees vrouw 112，728 13，459 
Tan Lianko 102，231 。

Quekoenqua 96，398 20，894 
Sousia， docter 94，444 18，555 
The側創出。 92，015 14，105 
O昭Laako 79，140 21，048 
Thebitia 71，471 18，674 
Nieij Quaheenqua， Chinees vrouw 54，355 6，375 
Thぬeenko 50，311 18，606 
T釦I山ong 39，620 24，702 
Quekiauko，αlÌnees L凶iter胤nt 37，541 7，507 
Theo inko 36，754 。

Nieij Adjie， Chinees vrωw 34，724 。

その他 95名 1，745，9ω 67，943 

計 2，774，050 251，440 

合 言十 3，050，ω7 256，690 

註 ) Bataviaas Negotie Journaal anno 1701/02， BoekhoudeトGeneraal te 
Batavia 11833による。
但し中国人は販売量3万ポンド以上の上位14人のみ記載した。また人物
名の後のjuffr印刷 (高級官吏夫人)、Mardijker (解放奴線)、 加rger
(自由市民)、(ì}pi凶(首領)、Leuit印刷(肩l僧領)vr釧(女性〉は

身分をあらわす。
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にあったことを示している?前述のごとく、一七四O年の中国人暴動の原因となった中国
移民の制限も、一七二二年に製備工場の労働力確保のために、パタピアのオランダ当局が
中国船の誘致を再開した結果、大量の中国人労働者が流入し社会不安を生じたことに端を
発していたtaこのことからも明らかなごとく、オランダ東インド会社は、その支配領域で
あるバタピアにおいて砂糖の生産を掠大するためには、中国人移民の地加と経済活動の発
展を許容せざるを得ないという矛盾を抱えており、その結果として、パタピアにおげる中
国人社会の発展と、ごれを抑制しようとするオランダ 当局との聞の緊張関係が激化してい
ったと考えられる。

このように一七二0年代から一七四0年代にかけてのバタピアにおけるオランダ東イン
ド会社の砂糖取引には、自らのアジア貿易の主要商品である砂糖の生産を、その植民地支
配を貫徹する上で対抗勢力となる中国人移民に依存せざるを得ないという経営の不安定要
素が存在しており、それは最終的には一八三O年のオランダによる砂糖の強制栽培制度の

む刊 旬 、，
ー導入まで続いていたと思われる。そしC、」のオフンダと現地の社会との政治的関係に規

定される不安定要因こそが、出島オランダ商館の砂糖紛入にとっての国外的条件であった
と同時に、オランダ東インド会社のアジア貿易の構造的限界を示しているのである。

註

( 1 ) Glamann， Kristof， /}lItch-Asiotic Trodθ1620-1740， Danish Science Press， 
Copenhagen， 1958， pp.153-156. 

( 2 ) Glamann， ibid.， p.153. 
(3) Godee Molsbergen. E.C.， Cθschù子den is Jlan Neder J alldsch J nd Jθ， Joost van den 

Vondel， Amsterdam， 1939， vol.4， p.43. 
( 4 ) Glamann， ibid.， pp.160-161. 
( 5 )オランダ国立ハーグ中央文書館(AIgemeene Rijksarchief)所蔵パタピア総書記文

書(Boekhouder-Generaal)。以下、架蔵番号を付す。
(6 ) Bataviaas Negotie Journalen anno 1699/1700-1701/02，(11832-11833). 
(7 ) Bataviaas Negotie Journaal anno 1701/02，(11833). Negotie Journaal anno 

1701/02， N.F.J.882(K.A.11832). 
(8) Bataviaas Negotie Journaal anno 1701/02，(11833). 
( 9 ) op. ci t.. 

(10) Negotie Grootboeken gehouden te Batavia anno 1703/04-1738/39，(10810-10827) 
(11) de Jonge， J.K.J.， /}θρρkOJ8s t Jlan hθt NθdθrJandsch C.θzag OJlθr JOJlO， Marti-

-nus Nijhof， ' s Gravenhage， 1925， vol. 5， p.161. 
(12) Glamann， ibid.， p.165， de Jonge， ibid.， p.l09.グラマン氏は、一七二0年代に

なると、ペルシア・日本での需要が減少する一方、スラットでの販売が増加、また
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セイロン ・マラパルが新市場として登場して米るとされる。しかしバタビア 仕訳l憾

によれば、 セイロン ・マラバルには、 すでに一七O二年に輸出がおこなわれており、

またスラットへの輸出も一七一0年代から増加している。 また山脇悌二郎氏は、 ス

ラット・ モカ・ マラパルの市湯において砂糖の需要が噌大したことに加えて、 セイ

ロンが新市場として登場したことが、 同時期の日本への輸出量の減少をもたらした

とされている(山脇、 前掲書、 六六頁)。氏の論拠はグラマン氏の研究にあると思

われるが、 グラマン氏の指摘自体が、 前述のごとく事実関係と矛盾している。 また

ペルシア ・日本市場への輸出量の減少分は、 他のア ジア市場への増加分を上回って

おり、 日本・ペルシア市場の低迷の結果、 総体としてオランダ東インド会社のジャ

ワ産砂糖は供給過剰とな り ア ジア市場においては 、 だぶ つ いていたと言えよ う。

(13) Negotie Grootboeken gehouden te Hatavia anno 1703/04-1726/27，(10810-10819) 

(14) Glamann， ibid.， p.164. 

(15) Negotie Grootboek gehouden te B atavia anno 1726/27，(10819). 

(16) Coolhaas，W.PH.， Cθ11θraJθAlissivθn， voJ.8， Hartinus Nijhoff， 's Gravenhage， 

198 5， p.66. 

(17) Coolhaas， ibid.， voJ.8， p.128. 

(18) Negotie Grootboeken gehouden te Batavia anno 1740/41，1742/43，(10819，10830) 

(19) Negotie Journalen anno 1136/31-1742/43， N.F.J.910-915(K.A.11835). 

(20 )永積昭『オランダ東インド会社』、 近藤出版社、 一九七一年、 一六四一一六五頁。

Blussè， L.， Strange Co必pany， C!J inθSθSθttJθrs， 111θstizo I'omθn and t!Je blltc!J 

in VOC Ba tavia， Fori s Publica t10ns， Dordrecht， 1986， pp. 94-95. 

(21 )近年のわが国の研究においても出島オランダ商館によってパタビア から輸入された

砂糖についての言及が見られ、 オランダ商館長日記から一六四0年代の砂糖輸入量

の減少の原因としての中国人の反乱による砂糖農園や精糖工場に対する破域の事実

が指摘されるようになった。しかし、 ごれらの研究では砂糖生産者もまた華僑であ

ったという重要な点が言及されていない(永積洋子「会社の貿易から個人の貿易ヘ

一一八世紀日蘭貿易の変貌一J ( W社会経済史学』第六O巻第三号、 一九九四年〕、

鈴木康子「日蘭貿易の危機一一七五O年前後のオランダの動向一J ( r史学』第六

四巻第二号、 一九九五年) )。

(22) de Jonge， ibid.， p.158. 

(23) Godee Molsbergen， ibid.， p.43. 

(24) op. cit .. 

( 25)註( 6 )所掲史料。

(26 )註( 7 )所掲史料。

(27 )当時パタピアの東インド総督府は中国人移民に対する問媛支配をおこなっており、
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中国人社会においてはカピタン(甲比丹) ・ ロイテナント(雷珍蘭)と呼ばれる指

導者が人頭税の徴収な どの行政をおこなっていた。 一七三九年にはパタビアの主要

人口の五八パーセントを中国人が占めていたという(永積昭、 前掲番、 一五三頁。

Blusse， ibid.， pp.81-84.)。

(28) Godee Molsbergen， ibid.， p.l09. 

(29 )和田久徳・森弘之・鈴木恒之『東南アジア現代史� 1、 山川出版社、 一九七七年、

九O一九一頁。

第二節 一八世紀初期の出島オランダ商館の砂精輸入

それでは一八世紀の出島オランダ商館の砂糖輸入はどのように展開し、 それはいかなる

国内的要因に規定されていたのであろうか。 そのことを明らかとするために、 先ず具体的

に一八世紀の出島オランダ商館による砂糖の輸入の実態を見ることから始めよう。

表7-3は一七世紀末から一九世紀初期にかけての出島オランダ商館の各年ごとの砂糖

の綿入量を阿南館の仕訳帳(Negotie Journalen) ・惣勘定元帳(Negotie Grootboeken) 

によって示したものである。

オランダ商館によるわが国への砂糖の輸入は、 すでに平戸時代の一六二五年に見られる

が、 一七世紀におけるオランダ商館の砂糖輸入は、 延宝三年(一六七四)から元禄元年

(一六八八)までの低迷の後、 元禄二年(一六八九)より 再び仕訳帳に砂糖の輸入の記載
ω ー

が登場する。同年、 出島オフンダ商館は、 白砂糖四万八九O三ポンド、氷砂鮪四万八九八

八ポンドを輸入し、 以後、 オランダ船による砂糖の輸入量は急激に増加していく守 特に白

砂糖は、 翌元禄三年〈一六九0)には一二万三九二四ポンドと一挙に三倍増となり、 さら

に同四年(一六九一)には二四万一八七一ポンド、 同五年(一六九二)には五一万四O八

八ポンド、同六年(一六九三)には八二万四九O四ポンド、 同七年(一六九四)にはー0

五万六八九0ポンドと、 ついにー00万ポンドを越えた? 翌元禄八年(一六九五)からの

数年間は停滞するものの、 元禄一五年(一七O二)には再びー00万ポンドを越え、 一三

四万一一一七ポンドとなったヂ

このような一七世紀末における砂糖綿入の急激な展開は、 先に見たごとく、 一七世紀以

来のジャワにおける砂糖生産の発展とオランダ東インド会祉のパタビアにおける砂舗の購

入量の糟加という国外的条件があったのであるが、 一方、 日本国内においても元禄期にお

げる国内経済の発展にともなう出島オランダ貿易の拡大という発展要因が存在していた。

以下、 そのことを見ていくこととする。

貞享二年(一六八五)幕府は長崎貿易を抑制するため、 取引高を唐船銀六000貫目分

・オランダ船金五万両分(銀三四00貫自分、 ごの内四00貫目分は脇荷)とする定高制
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表7-3 出島オランダ商館砂糖輸入量(1689-1808年)

年

1ω9(元禄2)
1690(同3)
1691(同4)
1692(同 5)
1693(同6)
1694(同 7)
1695(同 8)

1696(同 g)

1697(同10)

1702(同15)

1703(同16)

1704(宝永元)

1705(同2)
1706(岡 3)
1707(同4)
1708(同 5)
1709(問 6)
1710(同 7)
1711(正徳元)
1712(同2)
1714(同4)
1715(同 5)
1716(享保元)
1717(同2)
1718(同3)
1721(同6)
1722(同7)
172J(同 8)
1724(同 g)
1725(同10)
1726(同11)
1727(同12)
1737(元文2)
1739(同4)

1740(同 5)

1741(寛保元)

1742(同2)

1743(同3)

1745(延享2)

白砂糖(ホ.ンド) 氷砂糖(ifi'ンド)

48，903 48，988 
123，924 35，215 
241，871 。

514，088 。

824，904 。

1，056，890 111，666 

60，693(Bariga) 
44，391(Cabessa) 

20，065(Halve Cabessa) 
02，478(Bariga) 

41，197(Halve Cabessa) 
29，556(Bariga) 

1，341，117(Cabessa) 189，043 
※44，001(Huscavade) 

1，531，邸6(Cabessa) 152，邸1
※66，232(Huscovade) 

1，655，016
問u
1 152，609 

※ 7，046(Muscovade) 
1，218，316 156，332 
1，502，826 100，939 
1，194，758 226，483 

920，491 93，504 
1，282，577 108，437 
1，392，041 105，174 
1，300，313 100，621 
1， 239，509 150，180 

807，487 101，983 
954，645 53，401 
898，148 53，152 
699，597 27，650 
8関，907 26，915 

1，430，742 32，7閃
426，295 15，233 

1，346，797 30，783 
419，671 27，289 
791，713 40，520 
723，543 50，000 
675，340 7，066 

1，150，554 

，048(Bariga) 
，056(Cabessa) 2，008 
，454(Bariga) 

O(Cabessa) 613 
，864(Bariga) 

G
m7(蜘叫丸
18，952(Bariga) 
74，077(Cabessa) 2，025 
34，482(Bariga) 

1，367，078(Cabessa) 2，085 

年

1747(同 4)

1748(寛延元)
1749(同 2)
1750(同3)
1751(宝暦元)
1752(同2)
1753(同3)
1754(同 4)
1755(同 5)
1756(同 6)
1757(同 7)
1758(同 8)
1759(同 g)
1760(同10)
1761(同11)
1762(同12)
1763(同13)
1764(明和元)
1765(同2)
1772(同3)
1774(安永3)
1775(同4)
1776(同 5)
1777(同 6)
1778(同 7)
1779(同 8)
1782(天明2)
17邸(同 5)
1786(同 6)
1787(同 7)
1788(同 8)
1789(寛政元)
1790(同 2)
1791(同3)
1792(同4)
1793(同 5)
1794(同 6)
1795(同 7)
1797(同 8)
1798(同 9)
1799(同10)
1800(同11)
1801(享和元)
1802(同2)
1803(同3)
1ω5(文化2)
1806(同3)
1807(同 4)
1808(同 5)

白砂糖(ホ.ンド) 氷砂糖(ホ.ンド)

71，318(Bariga) 
7，000(Ca民ssa) 3，020 

102，992(Bariga) 
1，891，816(その他)
1，212，649 353 
2，000，431 999 
2，200，726 3，043 
1，900，248 。

1，800，298 2，例3
1，246，606 96，652 
1，700，6関 121，131 
1，947，732 39，938.25 
1，800，255 60，318 
1，721，557.5 100，230 

900，354 25，112 
2，550，444 200，431 
1， 799， 994 100，179 
1，800，446 99，091 
1，800，041 1，828 

900，416 50，207 
1，200，314 50，102 

750，025 1，807 
1，200，508 2，158 

890，186 2，038 
700，203 1，235 

1，300，004 2，252 
1，000，697 2，427 
1，000，292 2，340 
1，100，368 2，265 

。 。

755，674 1，875 
1，400，017 1，885 
1，300，494 1，朗5
1，400，050 。

1，656，922 。

ω4，094 。

。 。

900，106 。

900，026 。

900，842 。

900，021 。

500，000 。

500.000 。

250，000 。

691，250 。

300，000 。

。 。

461，049 。

939，ω6 。

1， 269，678 。

1，073，369 。

。 。

註)出島オランダ商館仕訳帳(Negotie Journalen) ・元帳(Negotie Gr∞t加eken) (オランダ国立中央
文書館所蔵)による。※印は白砂糖・ 氷砂糖以外。
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を定めたが、国内経済の発展にともなう非自給物資の海外からの輸入の要求から、元禄八

年には定高の枠外に銅代物替が認められ、その取引高は、同年には銀ー000貫自分(内

オランダ船三三三寅三三O自分)、翌年よりは銀五000質自分(内オランダ船八00

自分)となった。 ごの結果、 一七世紀末には出島 におけるオランダ貿易は、正規の商品で

ある会社(コンパニヤ)荷物だけで銀三八00貫目の取引枠となっていたのである。

図7-2は、一七世紀末から一九世紀初期までの出島オランダ商館の輸入品の取引高と

白砂精・氷砂糖の取引高を示したものであるが、 一六九0年代に入つての同商館の輸入品

取引高は、毎年一00 万グルデンを上回っており、元禄四年(一六九一)から同八年(一

六九五)までの長崎での年平均取引高は、 約一O四万一三四六グルデン(約二九七五寅二

七四匁)であった ア そして一八世紀に入ると、 宝永四年(一七O七) ・同六年(一七O九)

・同七年(一七一0)には一三O万グルデンを越え、宝永期の七年間の長崎での取引高の

平均は、約一一六万二九一Oグルデン(三三二二貰六00目)と一・ 一二倍に増加してい

る?)これに対して砂糖の取引高は、元禄四年(一六九一)から同八年(一六九五)までの

五年間には平均で約一五万二五八八グルデンであったが、宝永期の平均二五万四九八九ク.

ルデンと元禄期のー・六七倍となっている?)

このように、 一七世紀末から一八世紀初期の元禄・宝永期には、オランダ貿易における

輸入商品全体の取引量が掠大しているが、 ごの中で砂糖が売り出し高全体に占める割合は、

宝永元年から同七年までの平均で見ても二一・九四%であり、 元禄四年(一六九一)から

同八年(一六九五)までの五年間の平均一四 ・六五%に比べて、一八世紀に入ると大幅に
(タ)増加していることがわかる。 そのピークとなるのは元禄一六年(一七O三)で、 この年に

は白砂糖四一万七八四六グルデン九スタイフェル八コンデリン・氷砂糖七万七二七三グル

デン一五スタイフェル・粗繍八一二クソレテeンースタイフェル八コンデリンの合計四九万五

九三二グルデン六スタイフェルが取引され、同年の長崎での売り出し高全体の四七・四六

%にも達しているのであるto

ここで再び砂糖の輸入量について見ると、 宝永期における白砂糖の平均紛入量は一三O

万九四三二ポンドと、 元禄四年(一六九一)から同八年(一六九五) までの五年間の平均

六二万一 一六一ポンドの二倍を越えており、また氷砂備の輸入も 一八世紀に入ると安定し、

宝永期には平均して約一三万四七八三ポンドが輸入されている ク

それでは次に、このような出島オランダ商館による砂槍の輸入量の急激な増加が、輸入

砂鮪の内容にどのような変化をもたらしたのかを見てみるごととしよう。出島オランダ商

館の仕訳i阪における砂糖の取引の記載について気づくことは、 一六九0年代に入ると白砂

織の等級を示す小書きがあらわれるようになるということである。すなわち、仕訳帳によ

れば、元禄八年(一六九五)から同一六年(一七O三)までの現存する五年間と享保一八

年(一七三三)から延享四年(一七四七)までの現存する 一三年間に紛入された白砂糖に

は、 その品質によりCabessa(上自楠) ・ Ha 1 ve Cabessa (中白糖)・ Bariga(下白糖)
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万クJ�l" )図7・2 出島オランダ商館輸入品・砂精取引高(1689-1808年)

註) Negotie Journalen anno 1688/89-1807/08， N.F.J.873-974による。

総3白砂糖
臨1氷砂糖
図その他

の三つの等級の小書きがある12)この等級が白砂糖の品質を示していることはいうまでもな
いが、これら等級と取引状況はどのような関係にあったのであろうか。そして、それは圏
内での需要とどのようにかかわっていたのかを上記の二つの時期について見てみるごとと

しよう。
表7-4は一七世紀末から一九世紀初期にかけての出島オランダ商館の各年ごとの砂糖

v.J) の出島における取引量と取引価格を同商館の仕訳l阪・惣勘定元帳により示したものであるJ

さて先ず元禄期の六年聞に輸入販売された白砂糖の等級であるが、元禄八・九・ーO年
の三か年には上白精・中白糖・下白糖の三種全て、同一五・一六年の二年間 には上白備の
一種のみである。例えば、元禄八年(一六九五)に取引された白砂糖の内訳は、上白糖一
四万一九八三・七五ポンド・中白糖一五万九九三七・五ポンド・下白糖一五万七二六五ポ
ンドとなっているのであるが、注目すべきはその取引価絡で、�OO斤当りのそれぞれの
取引価絡について見ると、上自繍九0・四匁、中白糖九三・ 六匁、下白糖九四匁と、最も
品質の劣る下白糖の価格が厳も高くなっている:ωさらに同年の同商館の白砂糖の利益率
(仕入高に対する利益の割合)を見ると、上白糖は一四一%、中白糖は一四九・八%、下

白備は一六六%と下白備が最も利益が大きく、元禄八年から同一O年までの三年間の平均
利益率でも上白糖一一一%・中白糖一三八%・下白糖一六二%と等級が下がるほど利益が
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表7-4 出島オランダ商館白砂糖・氷砂糖取引竃・価格(J689-1808年)

年

1689(元禄2)
1690(同 3) 
1691(同 4) 
1692(同 5) 
1693(同6) 
1694(同 7) 
1695(同 8) 

1696(同 9) 

1697(同10)

1702(同15)
1703(同16)
1704(宝永元)
1705(同2) 
1706(同 3) 
1707(同 4) 
1708(同 5) 
1709(同6) 
171O(同 7) 
1711(正徳元)
1712(同 2) 
1714(同 4) 
1115(同 5) 
1716(享保元)
1717(同2) 
1718(同 3) 
1721(同 6) 
1722(同 7) 
1123(同 8) 
1724(同 9) 
1725(同10)
1726(同11)
1727(同12)
1731(同16)
1132(同17)
1733(同18)
1734(同19)
1735(同20)
1737(元文2)
1139(同 4) 

1740(同 5) 

1741(寛保元)

一 一

白 砂 糖

取引量<ifi'ンド) 価格(匁/斤)

48，418.75 0.600 
122，687.5 0.736 
238，201. 875 0.988 
508，697.5 0.970 
820，779.7475 0.924 

1，554，494.0625 0.646 

[:
ω

…
a)日

59，937.5 I 0.936 
(Halve Cabessa) 

51，265(Bariga) 0.940 

30，720.9375 0.904 
fml… 

(Halve Cabessa) 
00，468.75(Bariga) 0.904 
f…抽出sa)日719

39，815 I 0.736 
(Halve Cabessa) 

28，975(Bariga) 0.714 
1，979，489.1(Gabessa) 0.506 
2，178，884.4(Gabessa) 0.649 
1，620，590.4 0.501 
1，196，733 0.523 
1，467，676.8 0.516 
1，161，811.2 0.600 

902，562 0.614 
1，261，569.6 0.707 
1，367，155.8 0.666 
1，271，908 0.641 
1， 217，380 0.566 

796，719.6 0.632 
768，452.4 0.728 
891，469.5 0.650 
474，108 0.595 
650，859.6 0.625 

1， 196，648.4 0.610 
216，900 0.650 
630，064.8 0.640 
211，480.2 0.650 
568，936.8 0.620 
499，982 0.550 
435，237.2 0.580 
186，505 0.535 
5関，056 0.532 
621，434(Bariga) 0.533 
674，301(Bariga) 0.533 
186，069(Bariga) 0.533 

1，051，607(Bariga) 0.533 [931， 96�伽S則0.533
O(Bariga) 0 

F8M1 附es叫0.605
O(Bariga) 0 

4，743(Cabessa) 0.532 
4，259(Bariga) 0.532 
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氷砂 糖

取引責(ifi'ンド) 価格(匁/斤)

44，624.75 1.065 
32，340 0.968 

。 。

。 。

。 。

106，300 1.156 
。 。

55，415 1.859 

314，650.62 1.073 

179，331.8 0.842 
289，867.2 0.914 
142，201.2 0.822 
150，385.2 1.004 
95，895 0.949 

2l4，321.2 0.812 
88，624.8 0.844 

103，880.4 1.139 
100，653.6 1.280 
95，193.6 1.307 

142，418 0.877 
98，216.4 0.874 
52，312 0.937 
51，848.4 1.006 
26，293.2 0.990 
26，304 0.995 
3l， 515. 6 0.950 
14，209.2 0.950 
29，545.2 1.000 
26，151. 6 0.990 
38，329.6 0.980 
41，910 0.900 

5，296 0.912 
56，810 0.901 
31，147 0.910 
37，193 0.910 
56，721 0.152 
40，278 0.910 
56，810 4.377 

。 。

。 。

。 。

」



1742(同2) 185，760(Cabessa) 0.533 。 。

317，404(Bariga) 0.532 
1743(同 3) G72，蝋白he州0.532 。 。

40，705(Bariga) 0.533 
1744(延享元) 666，881(Cabessa) 0.354 。 。

1745(同 2) 1，186，943(Cabessa) 0.620 。 。

145，678(Bariga) 0.620 
1746(同 3) fM2(Bari例) 0.620 。 。

邸，100(Cabessa) 0.620 

1747(同 4) 3，420(Cabessa) 0.620 。 。

87，858(Bariga) 0.620 
1，372，076(その他) 0.626 

1748(寛延元) 1， 106，472 0.620 891 0.900 

1749(同2) 1， 734，521 0.620 。 。

1750(同 3) 2，050，374 0.620 。 。

1751(宝暦元) 1，844，922.2 0.620 。 。

1752(同 2) 1，277，201.25 0.620 。 。

1753(同 3) 894，122 0.912 90，854.5 0.620 

1754(同 4) 1，485，287 0.620 113，852 0.152 

1755(同 5) 1，589，176 0.620 34，562 0.912 

1756(同 6) 1，532，801 0.620 55，関7 0.912 

1757(同 7) 1，582，372.5 0.620 1，235 0.912 

1758(同 8) 682，742 0.620 23，322 0.912 

1759(同 g) 2，240，11 5.5 0.620 186，982.5 0.912 

1760(同10) 1，539，177.5 0.620 93，444.625 0.912 

1761(同11) 1，329，470 0.620 92，507 0.912 

1762(同12) 1， 361 ， 364 . 5 0.620 1，700 0.912 

1763(同13) 966，409.25 0.620 45，006.375 0.912 

1764(明和元〉 845，911. 75 0.620 45，839.5 0.912 

1765(同2) 637，097.875 0.620 359 0.912 

1766(同 3) 1，225，255.125 0.620 。 。

1767(同 4) 298，880.25 0.620 。 。

1772(安永元) 360，324.25 0.619 。 。

1773(同 2) 1，053，533 0.620 。 。

1774(同 3) 670，724 0.620 。 。

1775(同 4) 495，230.625 0.620 。 。

1776(同 5) 1，052，366 0.620 。 。

1777(同 6) 773，888 0.620 。 。

1778(同 7) 764，948 0.620 。 。

1779(同 8) 857，474.75 0.620 。 。

1781(天明元) 493，649 0.620 。 。

1782(天明2) 。 。 。 。

1783(同 3) 587，465 0.615 。 。

1784(同 4) 13，390 0.398 。 。

17邸(同 5) 543，386.75 0.657 。 。

1786(同 6) 1，150，238.375 0.695 。 。

1787(同 7) 1，044，329.25 0.695 。 。

1788(同 8) 1，139，617 0.695 。 。

1789(寛政元) 1，387，546.6875 0.695 。 。

1790(同 2) 670，466.375 0.695 。 。

1791(同 3) 。 。 。 。

1792(同 4) 761，437 0.695 。 。

1793(同 5) 761， 420 0.695 。 。

1794(同 6) 762，965.875 0.695 。 。

1795(同 7) 762，943 0.695 。 。

1797(同 8) 383，048 0.695 。 。

1798(同 g) 383，500 0.695 。 。

1799(同 10) 148，871 0.695 。 。
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1800(同11) 564，135.125 0.695 。 。

1ωl(事和元) 162，315 0.695 。 。

1ω2(同 2) 。 。 。 。
1ω3(同 3) 1，051，538 0.695 。 。

1ω5(文化2) 113，562 0.695 。 。

1ω6(同 3) 1，092，456 0.695 。 。
1801(同 4) 904，991 0.695 。 。

1ω8(同 5) 。 。 。 。

註)出島オランダ商館イ揃帳(Negotie Jωrnalen)・元帳(Negotie Grootboeken) 
による。但し1744年までは1匁=7スタイフェル、1767年までは1匁=
4スタイフェル、1768年よりは1匁=3. 3スタイプエルとして換算した。

� �� - � . . � ��り甲
大きくなったことしなっている。 」 れらの利益率は、砂糖輸入量の急速な伸びが、その高

利益に支えられていたことを示すものであるが、 仕訳帳・惣勘定元帳に見られるごとく、

実際に最も下級の下白備が最も 利益を生じていたかどうかについては、なお検討を必要と

すると思われる。

しかしながら、オランダ商館はまた、砂糖輸入 の最盛期であった元禄一五(一七O二)

から同一七年(一七O四)までの三年聞には、白砂糖と氷砂糖のほかに、合計一一万七二

七九ポンドの組糖(Huscovade) を綿入しており、 仕訳帳に従えば、その利益率は平均で

約二一三%と、上白糖の利益率約一一八%を二倍近く上回る 利益となっているψ

また、事保末~延享期の一五年間に輸入販売された白砂糖の等級は、享保一八年(一七

三三)から元文二年(一七三七) までの四年間には下白糖の一種のみ、元文四年( 一七三

九)から延事三年(一七四六)まで の八年間には上白糖・下白糖の二種となっている? こ

の間に上白糖・下白糖が鮪入された年のー00斤当りの販売単価を見ると、寛保元年(一

七四一)から同三年までは上白糖五三・二匁、 下白糖五三・三匁、延享二年 ・同三年には

上白糖・下白糖ともに六二匁で取引されたことになっており、販売価格は安定するととも

に、等級にかかわらず平準化しているように思われる?また延事元年(一七四四)を除く、

寛保元年から延享三年 までの五年間の平均利益率について見ると、上白糖は約二九%、下

白糖は約七二%となっており、その利益はともに 元禄期の半分以下に減少しているが、依

然として下白糖の利益が上白備の二倍を越えているt刊

これらのことから、出島オランダ商館の砂糖輸入は、 一七四0年代になると利益が大幅

に減少していたことが指摘できょう。

しかし、こうした一七世紀末から一八世紀初期までの元禄・宝永期を中心とする出島オ

ランダ商館による白砂糖の鮪入の急速な発展も、一七一0年代の半ばから、次第に落込み

を見せるようになる。すなわち、正徳四年(一七一四)から享保三年(一七一八)までの

五年間の白砂糖の輸入量は平均八九万八三七七ポンド、また事保六年(一七二一)から同

一O年(一七二五)までの五年間では平均九一万二三五0ポンドと、いずれも宝永期の愉

入量から大幅に落込み、�OO万ポンドにも達していない?と のような一七一0年代から

の出島オランダ商館による 砂糖の輸入量の落込みは、どのような原因によってもたらされ

たのであろうか。次にそれについて見ていくこととしよう。
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註

( 1) Journael der Negotie anno 1624/26， N.F.J.830(K.A.11827). Negotie Journaal 

anno 1688/89， N.F.J.873(K.A.11830). 

(2) Negotie Journaal anno 1688/89， N.F.J.873(K.A.11830). 

(3) Negotie Journalen anno 1689/90-1693/94， N.F.J.874-878(K.A.11831). 

(4) Negotie Journalen anno 1694/95-1701/02， N.F.J.879-882(K.A.11831，11832，1183 

4). 

( 5 )太田勝也『長崎貿易の利銀収公政策に関する一考察一銅代物替貿易を中心に-J

(森克己博士古希記念会編『史学論集 対外関係と政治文化 第一』対外関係編、

吉川弘文館、 一九七三年) 0 r長崎実記年代録J (九州大学文化史研究施設所蔵)。

(6) Negotie Journalen anno 1690/91-1694/95， N.F.J.875-879(K.A.11831). 一七四三

(寛保三)年まではー匁は0・ 三五グルデンであった。

( 7 ) Negotie Journalen anno 1703/04-1709/10， N.F.J.884-890(K.A.11832). 

( 8 )註(6) (7)所掲史料。

( 9 )同前。

(10) Negotie Journaal anno 1702/03， N.F.J.883(K.A.11832). 

( 11 )註(6) (7)所掲史料。

(12) Negotie Journalen anno 1694/95-1702/03， 1732/33-1746/47， N.F.J.879-883，907 

-919(K.A.11831，11832，11834，11835). 

( 13)これらの取引量は出島において販売された量、 すなわち当該年度の輸入量と前年よ

りの繰越分の合計から出島における自家消費分・江戸参府中や長崎における贈り物

分・江戸参府中における販売分・次期繰越分を差し引いたものである。

(14) Negotie Journaal anno 1694/95， N.F.J.879(K.A.11831).一六九八(元禄一一)年

に一斤は一・二五ポンドからー・二ポンドになった。

(15) Negotie Journalen anno 1694/95-1696/97， N.F.J.879-881(K.A.11831，11834). 

(16) Negotie Journalen anno 1701/02-1703/04， N.F.J.882-884(K.A.11832). 

(17) Negotie Journalen anno 1732/33-1745/46， N.F.J.906-918(K.A.11834-11835). 

(18) Negotie Journalen anno 1740/41-1745/46， N.F.J.913-918(K.A.11835).全てーテー

ルを-0匁として換算した。

( 19) op . c i t. • 

(20) Negotie Journalen anno 1713/14-1717/18， 1720/21-1724/25， N.F.J.893-897，898 

-902(K.A.11833-11834). 
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第三節 出島オランダ貿易における取引の半減と砂糖輸入

長崎貿易における特定の輸入品の輸入量が減少する理由としては、園内市渇における砂

糖の需要の低下、幕府による輸入制限などの原因の他、国外における供給量の減少が想定

されよう。

しかし、図7-3に見られるように、出島オランダ商館の輸入品取引において、砂糖は

一七四0年代半ばまで高い利益を維持し続けていることから、砂糖の圏内需要の低下があ

ったとは考えがたい。すなわち、出島における白砂糖のー00斤当りの取引価格は、宝永

元年(一七O四)から同七年(一七一0)までの七年聞には平均五八・九六匁、事保六年

(一七二一)から同一O年(一七二五)までの五年間には平均六三・四匁と一七二0年代

になるとむしろ上昇しており、同一六年(一七三一)から同二O年(一七三五)までの五

年聞になって平均五三・三二匁となっているど)このように出島における白砂糖の取引価格

は、一七三0年代になってから、ょうやく下活が始まっており、砂糖の輸入の減少が始ま

る時期とは一致しないのである。また白砂糖の利益率に至っては、宝永期の七年間には平

均約一O八%であったものが、享保五年から-0年までの五年間には約一一一%、同一六

年から同二O年までの五年間には約一二六%とむしろ上昇している?これらの事実から、

一七一0年代からの出島オランダ商館の砂縮輸入量の減少は、砂糖が依然として高利益を

生む商品であるにもかかわらず生じていることは明らかであり、国内需要の減少とは無関

係であると考えざるをえない。また幕府が砂糖に限って、給入を制限したという 事実も見

られない。

一方の国外における供給状況であるが、前述のごとくオランダ東インド会社のパタピア

における砂糖の購入量は、一七一0年代後半から二O年代にかけて増加しており、年間の

平均購入量も一七O四・0五・O九年の三年間には約六三六万一九二九ポンドであったも

のが、一七二二・二四・二五年の三年間には七二七万四三三一ポンドとなっている守した

がって、オランダ東インド会社が日本ヘ送る砂糖が不足していたとは考えがたい。

以上のように、囲内・国外のいずれにおいても、一七一0年代半ばの砂糖輸入量を減少

せしめる要因は認めがたく、その原因は一七-0年代以降のオランダ貿易の構造的変化に

あったのではないかと思われる。以下、この点から検討してみることとする。

表7-3に見られるごとく、出島オランダ商館の仕訳l憾によれば、一七一0年代に入っ

て砂糖の輸入量が最初に大きく落ち込むのは、正徳四年(一七一四)の九O万九四七0ポ

ンドであるが、同年はまた出島に来航するオランダ船の来航数が、初めて二隻になった年

でもあった?また一七二O年代に入って、享保七年〈一七二二)・同九年(一七二四)と、

輸入量が五O万ポンドを下回って大きく落ち込む年は、いずれもオランダ船の遭難によっ

て来航数が一隻のみであった?ごれらのごとから、筆者はオランダ商館の砂糖の輸入量の

減少の理由として、オランダ船の来航数の減少との関係が考えられるのである。
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註) Negotie Journalen anno 1688/89-1806/07， N.F.J.956-973による。

貞享二年(一六八五)の定高制の制定から正徳四年までの三0年間に、出島に来航した

オランダ船は延べ一一九隻 であり、 これは年平均の来航数にすると三・九七隻になる? 正

徳五年(一七一五)の正徳新令は銅代物替をj発止し、 オランダ船への銅輸出量を一五O万

斤に制限したものの、 従米の取引高である金五万両分の定高は維持されている? しかし、

正徳新令では同時にオランダ船の来航数が二隻に制限されており、 これによって来航船数

は実質半減することとなり、 単純に計算すれば、 輸入品全体の輸入量も半減することとな

る。 ところが、 現実にはオランダ船の総輸入量を輸入品仕入高で見ると、 宝永期の七年間

には平均六八万五七七六グルテ'ンで、あったものが、 来航数の半減した正徳新例後の享保六

年(一七二 一)から同一O年 ( 一七二 五) までの五年間では平 均四七万O九二三グルデン

と、 宝永期の六八・六七%となっており、 半減するまでには至っていないので、ある? ここ

には来航船数の半減という条件の中で、 従来の輸入量を維持し取引高の減少を最小限に抑

えようとするオランダ東インド会社の努力を見いだすことができょう。 そこで、さらに正

徳新令前後の出島オランダ商館の輸入品の輸入量・輸入額とオランダ船の来航数・トン数

から、 オランダ船一隻当りの輸入状況を明らかにして、輸入品全体と砂糖の関係を考察し

てみることとする。

表7-5a ・ 5 bは、 十八世紀前半のオランダ船のトン当りの砂糖の積荷量と輸入品全
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表7-5a オランダ煤揃入品積蹴犬況(1704-1760年)

年 砂糖輸入量/トン 全総入高/トン 年 砂糖輸入量/トン 全輸入高/トン
(ホ.ント1) (スタ作品) (ホ.ンド) (スタイ7I1�)

1704(宝永元〉 603.88 4，563.03 1737(元文2) 676.朗 5，657.54 
1705(同 2) 513.31 5，506.77 1739(同 4) 703.51 1，574.08 
1706(同 3) 493.89 5，396.22 1740(同 5) 713.53 7，721. 92 
1707(同 4) 539.17 3，938.12 174l(寛保元) 279.45 5，048.40 
1708(同 5) 509.03 5，417.28 1742(同2) 473.40 4，619.05 
1709(同 6) 466.16 5，111.08 1743(同 3) 407.06 3，918.70 
171O(同 7) 573.21 5，210.56 1745(延享2) 669.99 3，917.97 
171l(正徳元) 587.64 5，024.18 1747(同 4) 901.05 3，774.89 
1712(同 2) 651.82 4，757.30 1748(寛延元) 475.69 2，473.27 
1714(同 4) 734.63 8，744.47 1749(同 2) 1，000.72 4，652.07 
1715(同 5) 611. 68 6，098.09 1750(同 3) 699.61 2，866.76 
1716(事保元) 593.82 5，582.44 175l(宝暦元) 603.25 3，147.40 
1717(同 2) 438.63 6，479.94 1752(同 2) 783.63 3，872.83 
1718(同 3) 556.41 7，364.15 1753(同 3) 671.63 3，578.86 
1721(同 6) 556.87 4，662.97 1754(同 4) 792.10 3，249.85 
1722(同 7) 519.44 6，562.28 1755(同 5) 864.20 3，372.49 
1723(同 8) 860.99 7，658.42 1756(同 6) 808.94 3，450.73 
1724(同 g) 525.84 6，535.83 1757(同 7) 792.08 3，162.34 
1725(同10) 489.55 6，736.00 1758(同 8) 402.38 1，521.47 
1726(同11) 465.99 6，517.66 1759(同 g) 797.36 2，874.60 
1727(同12) 4邸.70 8，672.39 1760(同10) 550.77 2，248.31 

註)出島オランダ商館仕訳l阪(Negotie Journalen anno 1103/04-1759/60， N.F.J.鎚4-932， K.A.11832-
11邸7， Kuiper， J.Feenstra， Japan elJ de BuitelJ舵'reJd in de Achttiende Eell民Hartinus Nij-
hoff， 's-Gravenhage， 1921， Bruijn， J.R. et al. eds.， Putch-Asiatic Shippng in the 17th and 

18th Centuries， 灼1.2， Martinus Nijhoff， The Hague， 1979.八百啓介「出島来航オランダ船につい
てJ ( r洋学史研究』第七号、1990年)による。

表7-5b 出島来航オランダ骨繍入品機農状況(1704-1760年)

期 間 砂糖平民鮪入量 商品平践鮪入高
(ホ.ンド)/トン (スタイ7I1v)/トン

1704-1710 (宝永元一7年) 528 5，013 
1711-1714 (正徳元-4年) 658 6，175 
1715-1718(正徳5-享保3年) 550 6，381 
1721-1725 (享保6 -10年) 598 6，174 
1726-1740(享保11-元文5年) 609 7，229 
1741-1743 (寛保元一3年) 387 4，529 
1745-1750(延享2ー寛延3年) 749 3，537 
1751-1760 (宝麿元一10年) 706 3，002 

註)同前。
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体の積荷額を示したものであるが、正徳新令以前の宝永元年(一七O四)から同七年まで

の七年間に出島に来航したオランダ船は延べ二八隻で、合計トン数は一万九一五三トンで

あり、一トン当りの平均輸入高(輸入品仕入高)は五O一三スタイフェル、同じく一トン

当りの砂糖の平均輸入量は約五二八ポンドとなる? 一方、正徳新令後の事保六年(一七二

一)から同一O年(一七二五)までの五年聞に来航したオランダ船は、延べ九隻で合計ト

ン数は七六二八トン、一トン当りの輸入高は六一七五スタイフェルと、宝永期の一二三%

となっているのに対して、一トン当りの砂糖の輸入量は約五九八ポンドと宝永期の一一三

%になっているヅこのことは、オランダ船一トン当りの輸入高が増加する中で、砂糖の輸

入量の増加は、相対的に抑えられているごとを示している。この結果として、オランダ船

の砂糖の輸入高(輸入品仕入高)は、 宝永期には平均一二万七九九八グルデンであったも

のが、事保期の五年間には平均七万二二O四グルデンと宝永期の五六・四九%にまで減少

しているのであり、輸入品全体の仕入高の減少を上回っているデこれらの事実は、一七一

0年代のオランダ船の砂糖紛入昼の減少が、オランダ船来航数の減少と一隻当りの輸入品

貨物量の増加というオランダ貿易全体の状況の中で生じたものであったごとを示している。

ここで注目したいのは、砂糖がオランダ船の貨物の軽重を調節するためのパラスト(重り)

としての役割を果していたことである。すなわち、 オランダ船の来航数が二隻に制限され

たオランダ貿易においては、オランダ船の貨物容量を最大限に活用して、一隻当りの輸入

品の貨物量を増加し、輸入品の取引高を維持することが忌大の課題であったといえよう。

個々の商品の輸入量の噌減は、その範囲において決定されていたのである。 このような状

況下においては、当然のことながら、反物や染料などの高価軽量の商品が最優先され、本

来オランダ船のパラスト的商品であった砂糖の貨物量は制限されるごととなる。この結果、

綿入高全体に対する砂糖の輸入高の制合は大きく低下するのである。 その時期はまさに一

七一0年代半ばからの砂糖の輸入量の減少と一致しているゲ

さて、こうしたオランダ貿易における砂備の商品的特性は、 その後のオランダ貿易の推

移と砂糖貿易の展開にも大きな影響をもたらすごととなった。すなわち表7-3のように、

出島オランダ商館の砂糖輸入量は、一七三0年代後半にはー00万ポンド台に回復し、そ

の後一七四0年代後半には一五O万ポンドを越える量が輸入されている。 そして延享二年

(一七四五)には、白砂糖の輸入量は一四三万八三九六ポンド、 その後、仕訳帳の現存し

ない翌三年を除く、寛延三年(一七五0)までの五年間には平均で一七七万O八O二ポン

ドと、宝永期の平均輸入量一四四万四二一五ポンドを上回る量が愉入されているのである?

一七三0年代のオランダ貿易の輸入品の年平均取引高は、仕訳帳の現存しない元文四年

(一七三八)を除くと、約七七三万九一四グルデン(約二二一一貫一一八三匁)と一七二

O年代前半の八六五貫三四八匁を下回っているヅこのことは一七三0年代に入ると、オラ

ンダ船の輸入品貨物量が減少し、砂糖を紛入するスペースが構加したことを示している。

元文二年(一七三七)にはオランダ船一トン当りの輸入高は約五六五八スタイプェルにま
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で減少し、一方、 オランダ船一トン当りの砂糖の輸入量は約六七七トンにまで増加してい

る伊このように一七三0年代半ばのオランダ貿易は、取引高が減少する一方、砂糖の輸入

が増加するという新たな段階を迎えることとなる。

寛保三年(一七四三)幕府はオランダ船に対する取引高を定高五五O貫目・脇荷五O貫

目の『半減商売Jとすることを命じ、延享三年(一七四六)には定高八00貫目・脇荷-

00質目・その他三五0貫目の合計一二五O貰目に緩和されるものの、結果としてオラン

ダ貿易は大幅に縮 小されるごととなったヂ出島オランダ商館の仕訳帳によれば、 長崎での

売り出し高は、一七四0年代に入ると五O万グルデンを割るようになり、上述の延享二年

から寛延三年まで(延享三年を除く)の五年間には年平均約四二万000二グルデン(銀

一二00貫目00六匁、新銀二一00貰00 ー 匁)、宝麿元年(一七五一)から同一O年

(一七六0)までのー0年聞には平均約三三万一一六九グルデン(銀九四六貫一九六三匁、

新銀一六五五貫八四三五匁)と一層減少の度を加えるゲその結果、 宝暦元年(一七五一)

から同一O年(一七六0)までのー0年間に出島に来航したオランダ船の総輸入高(仕入

高)は年平均三八万七九七二ク'ルデン、 一トン当りの輸入高三00二スタイプェルと一七

二0年代前半の事保期の五年間のおよそ半分となったのである:ω

オランダ船の輸入貨物量の半減は、必然的にパラスト商品である砂糖の積載量の増加を

もたらすこととなる。 宝暦元年から同一O年までのー0年間平均のオランダ船一トン当り

の砂糖の輸入量は約七O六ポンドと七00ポンドを越え、 享保五年から同一O年までの平

均をー00ポンド以上、上回っている?宝暦期に入ると、 オランダ東インド会社は日本貿

易に、いずれも一一五Oトン級の新造船を投入しており、この結果、オランダ船一隻当り

の輸送能力が、 正徳新例以後はもちろんのこと、 それ以前の元禄・宝永期をも上回ったご

とも、 この時期の砂糖の輸入量増加に大きく寄与したと思われる30)

かくのごとき事情によって、出島での売り出し商品に占める砂備の割合も増大し、 寛延

三年(一七五0)には砂糖の取引高は、取引高全体の四九・O九%とピークに達し、 翌宝

麿元年から同一O年までのー0年間の平均を見ても四三・0六%であった守1)�そして宝暦九

年(一七五九)には、過去最高の二五五万O四四四ポンドの白砂糖が輸入され、 出島オラ

ンダ商館の砂糖輸入は、 最盛期を迎えるのである?)こうして砂糖は、 宝暦期の出島オラン

ダ商館の主要輸入品となるのであるが、砂糖の取引自体は、かつての元禄・宝永期のよう

な高利益をもたらしていない点に注目しておきたい。 すなわち、 前述のごとく、一七二0

年代前半には一一0・五四%であった白砂糖の利益率は、延享二年(一七四六)から寛延

三年までの五年間には平均約三一%、 翌宝麿元年(一七五一)から同一O年までのー0年

間では、約二四%と激減してしまうのである?)このことは一八世紀中期におけるオランダ

商館による砂糖貿易の発展は、もはや砂糖それ自体の高利益によってもたらされる主体的

かつ積極的な理由ではなかったことを示しているV)
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(24 )一八世紀の出島オランダ商館の砂糖貿易について山脇悌 二郎氏は、元禄一五年(一

七O二)から正徳二年 (一七一二)までと寛延元年(一七四八)から宝暦一二年

(一七六二)までの二つの時期に分けて「砂繍ブームJが起こったとされている

(山脇、前掲書、六六頁)。しかし、販売単価・利益率・輸入品販売高に占める削

合から見て 、 元禄~正徳期と延享~宝暦期の二度にわたる砂糖 輸入量の増加を支え

ていたのは、 明らかに異な った諸条件であったのである。

第四節 出島オランダ商館の砂糖 輸入と砂糖の社会的性格

さきに見たごとく、正徳五年(一七一五)の正徳新例から一七二0年代にかけての出島

オランダ商館による砂糖の 取引量の、議込みは、オランダ船来航数の減少による輸入量の減

少が密接にかかわっていたと考えられるが、給入量の減少のみが理由であるならば、輸入

量の減少分が、 そのまま取引量の減少分に一致するはずである。また取引高と輸入高につ

- 228 -



いて見ても、享保六年(一七二一)から同 一O年までの五年間の出島オランダ商館の長崎

における砂糖の取引高の平均は一一万O八八一クソレテ'ンで、宝永期の七年間の平均取引高

二五万四九八九グルデンの四三・四八%に過ぎず、輸入高が五六・四九%に減少している

よりもさらに減少している ? また享保五年から同一O年までの取引高全体に対する砂糖の

取引高の削合で見ると、宝永期には二一・ 九四%であったものが、一二・八一%と半分近

くに減っており、元禄四年(一六九一)から同八年(一六九五)までの五年間の取引高全

体に対する砂糖の制合一四・六五%をも下回 っているのである? このことは一七二0年代

の砂糖取引量の落込みが、輸入量の減少のみならず、何らかの他の理由によって生じてい

たことを示唆している。

それでは、 ごの輸入量と取引量との不一致は、どのような理由で生じたのであろうか。

そのことを手がかりとして、一八世紀の囲内における輸入砂糖の役割につい て見てみるこ

ととする。

出島オランダ商館の仕訳帳・元帳によれば、宝永四年(一七O七)以後、毎年春の江戸

参府中の贈物の中に砂糖が用いられるようになり、同年には白砂糖五0ポンド、氷砂糖三
ω) 

0ポンドが計上されている(表7 - 6 )。さらに正徳五年(一七一五)には江戸参府中の

砂鮪の贈物は白砂糖五0ポンド、氷砂糖二0ポンドであったが、同年より新たに、長崎に

おける長崎奉行・町年寄等への贈物として砂糖が用いられるようになり、白砂糖一七万五

五八七・三ポンドが記載されている デこれは一七一五年九月十二日付の出島オランダ商館

の日記によれば、同日、通詞今村源右衛門より、長崎での贈物には生糸でなく砂糖を用い

るようにとの通達がなされていることによるものと思われるが少長崎における贈物とし て

の白砂糖は、一七二0年代に入ると毎年二O万ポンドを越えるようになり、輸入量の減少

した出島オランダ商館の砂糖取引にも影響をもたらすようになった。すなわち享保七年

(一七二二)には、バタビアから日本ヘ向かった二隻のオランダ船のうちファルケンボス

号が遭難しヒルゴンダ号一隻が出島に来航したが、 同年の白砂糖の輸入量は四二万六二九

五ポンドに過ぎなかったとごろに、江戸参府中のー0ポンドに加えて、長崎において二O

万二O二0ポンドの合計二O万二O三0ポンドの白砂摘が贈物に回された? これら贈物白

砂備の量は同年の白砂糖紛入量の四七・三九%にも及び、この結果、同年の出島オランダ

商館の砂糖の販売量は二一万一四八0・二ポンドで、愉入量の五0・三九%にとどまった?

また事保六年から同一O年までの五年間では、白砂糖の輸入量の二三・四七%が、江戸・

長崎における贈物として使われたのである?

以上のごとく、正徳五年(一七一五)を契機として、出島オランダ商館における砂糖の

取引量が激減する背景には、オランダ船の来航数の減少に伴う砂糖輸入量そのものの減少

という理由に加えて、長崎における贈物としての砂糖の出現という出島オランダ商館の経

営上の変化が存在していたのである。図7-4に見られるように、江戸・長崎における贈

物砂糖は、オランダ船の輸入量にかかわらず、その後もほぼ安定的に供給されており、輸
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表7-6 170 7年出島オランダ商館江戸参府中目働側j定

ロ
ロロ 名 金額〈ゲI�fン)数 量

Cassa (現金)
Guinees g舗. gebl. (自大本諸島)
Sa1ampoeris bruijn b1auw (紺色大金巾)
Gerassen Beng. (弁柄金巾)
Koeij en Buffe1shuyden (牛皮)
Brande aluijn (仰謄)
Gedistileerde watere (火酒)
Spaanse wijn (スペイン産ワイン)
Wijn tint (チンタ酒)
Franse wijn (フランス産ワイン)
Bieren Ho1lands (オランダ産ビール)
Zeck wijn (セ\ソク酒)
Arack (アラク酒)
Roosewater (パラ香水)
Boter Hollands (オランダ産バター)
Poeijer Suycker (白砂糖)
Candij Suycker (氷砂糖)
Specerijen (香辛料)
Peper swarte geharpte (鳳胡級)
Wax kaarsen (蝋燭)
01 ijven olij (オリーフY由)
Azijn Ho11ands (オランダ産酢)
Vleesch (肉)
Zeep Sourats (スラット産石鹸)
AIlandel飢(アメンドス)
Pistasje (ビスタチオ)
Pruyaen (プラム)
Rasijner 

3 端
1 端
1 端

20 枚
1 f困
1 本
12/3壷
31/3壷

45 本
63 本
221/2本
10 本

3 本
75 ホ.ンド
50 ホ.ンド
30 ポント'

3 ポンド
5 ホ.ンド

40 ホ.ンド
6 本

10 本
30 ホ.ンド

3 個
171/4ホ.ンド
223/4ホ.ンド
10 ホ.ンド
10 ホ.ント'

27，293: 2:ー
28:19: 

5: 1: 
2:18: 

32: 
30: 5: 
45:15: 

1:15: 
4: 14: 

43: 7: 
18: 4: 
25:10: 
3: 1: 
3:11:_ 

25:15: 
4: 4:_ 
4:11:_ 
1: 2:_ 

13: 8: 
33: 6:_ 

8:18: 8 
4:19:_ 

11: 17: 
一 : 6:_ 
14: 10: 
14: 4:_ 
2: 7: 
1:12:ー

合 計 27，666: 7:ー

註)出島オランダ醐官仕訳帳(Negotie Journaal馴o 1706/07， N.F.J.ω7， 

K.A.11832)による。

表7-7 1 7 1 5年(正徳5年)出島オランダ商館員崎勝陶勘定

ロ
ロ
ロ 名 数 量 金額(ゲ I�デン)

Alcatijven (毛厳) 端 42: 5: 8 

Gingang Taffachelas Beng槌ls (尺長弁榊鳴) 33 端 270: 7: 8 

Ging祖g Taffachelasωst (尺長奥嶋) 10 端 132: 3: 一

Roggevellen (鮫皮) 40 枚 9: 6: 一

Suijker Poeijer (白砂糖) 175，5873/10ホ.ンド 13，973:16: 8 

合 計 日川8 I 
註)出島オランダ商館仕訳帳(Negotie Journaal加no 1714/15， N.F.J.894， K.A.11邸3)

による。
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万*.jト 図7-4 出島オランダ商館白砂精販売・贈物 (1689-1808年)
一輸入園町田販売量

…贈物量

註) Negotie Journalen anno 1688/89-1807/08， N.F.J.873-974による。

入量の減少が相対的にオランダ貿易における贈物砂糖の比重を高める構造となっていた。

贈物としての砂糖の登場は、 直接的にはオランダ貿易の経蛍上の内的変化としてあらわ

れたものではあったが、 それ はオランダ貿易を取り巻く日本国内の社会的変化を背景とす

るものであった。次にその意味について考えてみることとする。

一八世紀初期のオランダ貿易において、 一七世紀以来の者修品である生糸・絹に対して、

木綿・砂糖の輸入の割合が増加することは、 一面において者修品としての砂糖の役割の増

大を示しているように思われる。 宝永四年(一七O七)から江戸参府中の贈物の中に砂糖

が登場することは、 まさにこうした砂糖の審修品としての利用価値への関心のあらわれと

受け取られよう。表7-6のごとく、 ここで用いられた砂糖の量は、 白砂糖五0ポンド・

氷砂糖三0ポンドの合計八0ポン ドと同年の砂糖綿入量のわずか0・00六%に過ぎず、

同年の江戸参府中の贈物費用三七三グルデン五スタイフェルの内、 二%の八グルデン一五

スタイフェルで、あり、 文字どおり希少な贈物として利用されていたと考えられる? しかし、

一方で正徳五年(一七一五) に長崎におげる贈物として白砂糖が登場したことは、 これと

は明らかに異なった意味を持っていた。すなわち、 表7-7に見られるように、 同年一0

月に長崎で贈物として使用された砂糖は、 白砂精一七万五五八七・三ポンドであり、 同年

の白砂糖の輸入量九五万四六四五ポンドの一八・三九%を占めていたゲ また、 白砂糖は長
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崎での贈物の総額一万四三六七グルデンー八スタイフェル八ペニングの内、一万三九七三

グルデン一六スタイフェル八ペニンク・と、 そのほとんどを占めていた:/j長崎での贈物とし

ての白砂糖は、 その後も毎年数十万ポンドに達しており、 このことからそれが長崎奉行・

町年寄・出島町乙名・通詞ら役人に配分されたとしても、 もはや個人の消費を前提とした

贈答品の城を越えた量的規模であり、それは明らかに商品としての転売を目的としたもの

であったと考えざるをえな い。すなわち、 長崎における大量の白砂糖の贈物は、国内にお

ける輸入砂糖の奪修品的性格から商品的性格への変化をあらわしているのであるが、それ

は同時に圏内市場における砂糖の流通機構の整備を前提としている。事保九年(一七二四)

に幕府は、 薬種とともに砂糖を薬種問屋の専売として、 流通の統制をはかつているほか、

享保~寛政期には仲間問屋二十二組の中に「薬種砂糖問屋Jの名称が見られ、砂糖が薬種

と並びうる商品としての地位を確立していたことがうかがわれるデ

さて、 長崎において落札された砂糖は大坂に上せられ、薬種問屋より戎論・大黒講・三

社講の砂繍仲買仲間の手を経て、江戸・京都その他各地ヘ廻送され販売されでいたのであ

るが ?セ の聞に価絡の形成と出島における取引価格との関係を見てみよう。

表7-3のように、一七世紀末から一八世紀にかけての出島オランダ商館の砂糖の取引

価格を白砂糖について見てみると、元禄四年(一六九一)から同八年(一六九五)までの

五年間の平均はー00ポンド当り四O六・八五スタイプェル(ー00斤当り約七二・六五

匁)であったが、一八世紀初期の宝永期の平均では、 三四一スタイプェル(-00斤当り

約五八・四六匁)まで下がっているヅその後、 取引量が減少する一七二0年代前半の享保

六年(一七二一)から同一O年〈一七二五)までの五年間には、平均三六四・四五スタイ

フェル(ー00斤当り約六二・四八匁)と幾分上昇するものの、 図7-3にも見られるよ

うに、一七三0年代から価格は固定化の方向ヘ進み、 享保一八年(一七三三)から元文四

年(一七三九)までは約三一0・六三スタイフェル(ー00斤当り五三・二五匁)、 延享

二年(一七四五)から明和四年(一七六七)までは約二O六・六七スタイフェル(ー00

斤当り六二匁)、安永三年(一七七四)から天明元年(一七八一)までは約一七0・五O

スタイフェル(ー00斤当り六二匁)、天明六年(一七八六 )からは約一九一・ ースタイ

フェル(ー00斤当り六九・四九匁)と推移しておりザオランダ側の銀単位グルデン(ス

タイフェル)表示では一七世紀末から五0%以上も下落したことになる。

このように出島におげる砂糖の取引価格は、 一八世紀に入ると幾分値下がりするととも

に安定していくが、この出島での取引価格の上に、園内における価格形成はどのようにお

こなわれていったのであろうか。一七世紀から一八世紀にかけての園内市場における砂糖

の価絡については、岩生成一氏によって、二つの事例が紹介されている。 それによれば、

元禄五年(一六九二)には長崎では白砂糖ー00斤当りが九七匁で取引され、京都では白

砂糖がー00斤当り一四O匁、 氷砂糖がー00斤当り二一O目であったというヂ同年の出

島オランダ商館の仕訳帳によれば、白砂糖の取引価格はー00ポンド当り約五四三・四五
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スタイフェルで、ー00斤当りにすると約九七・O四匁となり一致するヲこれが薬種問屋
・仲買仲間の手を経て京都で小売される際には、一四O匁で販売されるということは、圏

内市渇での販売価絡は出島での取引価格のおよそ一・四四倍となっており、また市場価格

の三0・七%が園内の流通段階で形成されたことになる。

元禄一一年(一六九七)からの長崎会所での貿易においては、国内商人の落札価格に関

税である掛り物が諜せられており、その比率は砂糖では会所の仕入価絡の五00%にも遣

していたヂまた上方への鮪送の経費は、砂糖ー00斤に付き約一0・七六匁であった?問

屋から小売商までの段階での価格の形成は、いまだ明らかにしがたいが、一九世紀に入っ

た享和二年(一八O二)から文化五年(一八O八)までの七年間の出島での取引価格は、

�OO斤当り六九・三三匁であったのに対して、同五年の大坂での「出島白砂糖Jの相場

は四七0--六六O匁であった3ω

これらのことから、一七世紀から一八世紀に入ると出島での取引価格が値下がりしたに

もかかわらず、会所貿易を通じての園内市場での砂糖の価絡は、むしろ上昇していたと思

われるのであるが、一八世紀においては砂糖はもはや領主階級のための審修品としての役

削にとどまらず、その消費の対象を広げていたことも事実である。そのごとは仙台藩の藩

医であった工藤兵助によって

下賎の者とも、異国の物を味噌堕同前に日用之慰みの食物にいたし候事、甚有問

敷事に御座候、砂精綿渡り高の三分のー菓子入用、三分二下賎の食用に相成候、此

儀者中以上の人の一向不心附事に御座候、(中略)下賎の者之食料、小買のなめ物

に相成候由、其鐙披者春より夏へかけ、さつまいも、瓜、西瓜出候得者、砂楠の潰

方うすく相成候、綿而餅米うどんの粉之高直成年者、砂糖のさはけ少候よし、其道
ω。の者の物語にて承候、これにて下賎の者の食料に、多くさばけ申候事相知れ候、

と指摘されており、宝暦・天明則になると砂糖の消費量の三分のこまでが、菓子の材料と

してではなく、都市下層民の日常生活における甘味補給や炭水化物摂取のための副食・刺
激物として、用いられていたことが明らかとされている。これら貧民層一人当りによる砂

糖の個人消費量は、微々たるものであったにしても、一七・一八世紀の都市の発展と下層

民の増加に支えられて、砂備の消費はもはや領主層の奪{多 のシンボルとしての特権的商品
� (;U) ではなく、都市下層民をも含む国民的商品となっていったと言えよっ

このように一八世紀後期の輸出砂糖は、明らかに奪{多品としての性格を変化させており、

敢えてこれを者修品と呼ぶならば、それは本来、幕藩制領主経済に従属すべき商品経済の

展開の中から誕生した「商品Jを指すものであったといえよう。
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( 21) r報園以言J ( W通航一覧』第八巻、 国書刊行会、 一九一二年)、 四九O一四九一

頁。岩生成一、 前 掲 論文。

(22 )このように砂備の消費が支配階層からの都市下層民に拡大することとその意味につ

いては、 一七世紀から一九世紀に至るイギリスの事例が明らかにされている(シド

ニー ・ ミンツ著・ 川北稔・和国光弘訳『甘さと権力』、 平凡社、 一九八八年、 二一

二一二四九頁 、 角山栄・村剛健次・川北稔『生活の世界歴史 10 産業革命と民衆』、

河出書房新社、 一九九二年、 一一八一一二O貢)。

ま と め

先に述べたごとく、 近世オランダ貿易における輸入品の研究においては、 一七世紀から

一九世紀にいたるその数量的変化を指標としながら、 国内経済と海外との接点としてのオ

ランダ貿易の構造的変化を明らかにしつつ、 幕法制j的非自給物資の生産地であるアジアの

社会的変化に鎖国制下の園内社会がどのように規定され対応していったのかを検討する必

要があると考える。

本章では、 一八世紀におけるオランダ商館の砂鮪輸入の実態を数量と価格を中心として

明らかとし、 それらが生産市湯と消費市湯との社会的変化とどのようにかかわっているの

かを考察した。もとより近世における輸入砂糖の問題は、 オランダ船による輸入砂備にと

どまらず、 中国船による輸入砂備や一八世紀末より園内市場に登場する国産砂糖との関係

や価筒形成について、 総合的に促えられなければならないことは言うまでもないが、 本稿

において、 とりあえずは以下の点を指摘しえたと考える。

第一に、 一八世紀におけるオランダ商館の砂糖紛入は、 供給者であるオランダ東インド

会社と東南アジアにおける中国人移民の生産活動との関係をその国外における規定要因と

していた。一八世紀の段階で‘はオランダ東インド会社による砂糖の供給は、 一九世紀のジ

ャワにおける強制栽培制度のもとで見られるような、 現地における生産そのものを支配す

る段階には達しておらず、 あくまでも中国入社会の経済力に依存する形で成立していたの

である。 一七四O年には、 パタピアにおける中国人による砂精生産の発展と、 ごれを規制

しようとするオランダ当局との対立によって、 砂繍の生産が中断するにいたるのであるが、

この事件はオランダ東インド会社の砂鮪貿易が、 東南アジア社会との経済的な協力関係の

上に成立しながらも、 その発展とともに、 両者の政治的な対抗関係が顕著となるという構

造的矛盾を内包していたことをあらわしているといえよう。

第二に、 出島オランダ商館の砂糖輸入は、 定高制下のオランダ貿易の取引高全体に左右

されていた。すなわち、 一七世紀末の元禄期にはオランダ貿易全体の蕊大と質的転換の中
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で、 砂糖の輸入量も急速に増加し、 多大の利益をもたらすものの、 一七一0年代の正徳新

例を転機として、 以後の来航船数の制限のもとで取引高の維持が晶優先されると、 砂糖の

パラスト的性格が輸入高の維持を圧迫するという矛盾を生じることとなり、 砂糖の輸入

は大きく減少することとなる。しかし、 その後一七四0年代に入ると取引高全体が半減し

綿入貨物が減少することによって、 むしろ砂糖の給入を規制していた要因が緩和されると

ともに、 砂糖の輸入量は再び増加する。そして一七五0年代の宝暦期には、 取引高全体が

停滞したオランダ貿易において、 砂楯は肢も重要な輸入商品としての役割を果たすように

なるのである。

第三に、 出島オランダ商館の砂繍輸入量と取引量との関係には、 国内社会の経済的変化

が不可分に結び付いていた。一七世紀末期から一八世紀初期にかけての元禄期においては、

国内経済の発展を背景として、 銅代物替貿易などオランダ貿易全体の量的な蕊大が見られ

たが、 同時に従来の領主的流通における主要紛入品であった生糸・絹製品などの領主階級

的(者修的)商品に代わって、 砂繍・綿織物などのように広範な階級を対象とする国民的

商品の需要が噌大するという質的な変化を生じた。 とりわけ一八世紀の園内における輸入

砂舗の需要 の伸びは、 砂糖の流通機構の盤備をともなっており、 砂糖が従来の審修品から

商品へと社会的性格を変化させていったことを示している。正徳五年(一七一五)からの

長崎における贈物としての大量の白砂備の存在は、 こうした 園内社会における砂糖の性格

の変化を如実に示すものであった。

以上のごとく、 近世オランダ貿易における愉入砂糖の数量的変化は、 パラスト商品とし

ての性格に左右されつつも、 鎖国制下の国内経済とアジアとを媒介する商品として、 オラ

ンダ東インド会社によるアジア貿易の構造的特質と国内社会の経済的発展とに規定されつ

つ展開していったと考えられる。
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キ吉言苔 ヌド石汗予言O� ま と δり

一 七世紀から 一 八世紀にかけてのオランダ貿易 を長期的に見通した研究としては、 オ ス

カー ・ ナホッド氏、 フェーンストラ・ カイパー氏によって、 それぞれ一七世紀・ 一八世紀

に関するまとまった研究があるが、 オ ランダ 東 イ ンド 会社の膨大な史料群の存在から、 い

くつかのまとまった研究は行われているものの、 今日ではとりわけ帳簿の分析に基づく多

くの個別的年次的かつ数 量的な実証研究が積 み 重 ねら れている段階で あるといえよう。 こ

う した 中で 、 一 七世紀から一 八世紀にかけての オ ランダ貿易を扱 っ たものとして は、 岩生

成一・山脇悌二郎・鈴木康子各氏による生糸・砂繍・小判・栂脳など個別商品に関する数

量的研究、 あるいは永積洋子氏による貿易制度の変遷や脇荷の推移に関する研究などが挙

げられよう。 またクリストフ ・グラマン氏によるオランダ東インド会社の日本銅貿易につ

いての数量研究は、 一七世紀から一八世紀のアジア ・ ヨーロッパ市場を舞台とした時間的

にも空間的にも広範な研究となっている。 これら量的変化を明かとした個別的研究の上に、

初めてオランダ貿易全体の質的変化を解明することが可能となることは言うまでもない。

しかし、 今日 、 と りわけ 幕溢制凶家論の立弱から近 i止の貿易 を論 じる場合、 貿易史にお

ける個別研究の成果が 十分反映 される ご とな く 、 一 七世紀から 一 九世紀に至るまで 一 貫し

て幕議領主による生糸を中心とする非自給的者修品の獲得を目的としたものであったとい

う理解が しば し ばな されて いる。 ま た 一 七世紀から 一 八世紀にかけてのオ ラ ンダ 貿易 に関

し で も 、 ナホ ッド ・ カイパ 一 両氏 による 見解や数 値が繰り 返し用 いられていることが、 し

ばしば見られる。

そご で 本研究で は、 非力 を顧みず 、 敢えて近世初期の鎖国形成過程で ある 一 七世紀から

園内経済の展開する 一 八世紀 に かけてのオラ ンダ貿易 を取 り 上げ、 幕藩制下の 園内経済の

成立と展開のもとでの海外貿易としてのオランダ貿易がどのように推移していくのかを、

小判・銅・砂織といった限られた尚品についてではあるが考察を行った。以下、 その過程

を要約するとともに、 その画期を指摘することによって本研究をまとめたい。

いわゆる鎖 国の成立は、 これまで一七 三 0年代の寛永期のいわゆる寛永鎖国令を中心と

する家光政権による幕府政治の確立の一貫として捉えられてきたが、 経済的には一七世紀

半ばの寛文期 、 とりわけ寛文一二年(一六七二)の市法貨物商法を画期として成立したこ

とが中村質氏 により指摘 されている。 こ の寛永期から寛文期にかけての鎖国形成の意義を

考える上で大名領主経済と泌外貿易とのかかわりは重要な問題であろう。 すなわち西国大

名としての松浦氏や細川氏の事例にうかがえるように、 幕議制国家における鎖国とは個別

領主経済の 中央市場へ の包摂 によ って達成 されるものであり、 それは幕府による個別領主

の外交・貿易機の吸収という国内的条件とともに、 明清交代を中心とする東アジアにおけ

る政治 情勢の変化という 国際的条件を前提として初めて可能となったのである。

一 七世紀のオランダ 貿易 は 、 一 六六0年 代の国外 ・ 国内 の 大 き な変化により、 最初の転
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機を迎えた。すなわち、 一六六二(寛文二)年のオランダの台湾撤退により、 東アジアに

おけるオランダ東インド会社の貿易活動と日本商館とタイオワン商館の関係は終わりを告

げ、 それは中国産生糸をはじめ日本米・台湾産砂鮪といった東アジア的商品の途絶という

形でオランダ商館の経営に新たな局面をもたらす。 また一六六八(寛文八)年の幕府によ

る銀の輸出禁止令によって、 オランダ東インド会社による日本貿易の目的は、 銀の獲得か

ら金小学jと銅の輸出を中心とするものへと変化するが、 とりわけオランダ貿易における小

判の輸出そして一八世紀半ばからの金銀輸入は、 オランダ貿易と囲内経済との直接のかか

わりを解明する重要なテーマである。すなわち、 一七世紀末の元禄期における圏内経済の

発展は、 幕府財政の縞乏と貨幣流通屋の増大へと帰結し、 ごれ以降、 元文期に至る金銀貨

幣の改鋳による小判の品質低下は、 オランダ貿易に深刻な結果をもたらすことなる。

鎖国制下の輸出貨幣としては、 すでに田代和生氏によって日朝貿易における特鋳銀 の存

在が明らかとされ、 鎖国制下においては、 国内の幕藩制経済と国外の 東アジア経済の希厳

に対応して、 国内貨幣と輸出貨幣との聞に相違が生じていたことが指摘されているが、 オ

ランダ貿易における慶長小判から元文小判への変化は、 国内貨幣の貿易品としての輸出を

通じて、 幕藩制経済とインド・東南アジアにおける金市場とのかかわりを明らかとするも

のである。

六九0年代後半の元禄期から一七二0年代初期の享保期にかけての愉出小判の変化と

その損失は、 幕府による取引高と銅輸出量の制限ととともに、 一七世紀から一八世紀のオ

ランダ貿易を規定する大きな要因であった。とりわけ享保小判の段階になると、 出島オラ

ンダ商館はついにアジアにおける小学jの販売鍋失を銅をはじめとする他の輸出商品の仕入

価絡に転嫁することによって埋め合わせる ようになるのである。

一方、 オランダ商館による銅輸出は、 一六九0年代には別子銅山の開坑による産出量の

糟加と園内経済の発展にともなう長崎貿易蕊大の要請によってオランダ船・唐船 に対する

剣代物替貿易が開始される。従来、 この銅代物替貿易から正徳五年(一七一五)の正徳新

例に至る過程については、 元禄末期の園内における銅産出量の停滞と銅需要の増加によっ

て、 長崎における輸出銅の供給が減少していったことが指摘されているが、 オランダ船に

対する銅代物替貿易に関しては、 ごうした日本側の事情とは別にオランダ側においても、

脇荷の存在とオランダ船の老朽化による船舶の輸送能力の低下という一七世紀末のオラン

ダ東インド会社の実情が銅輸出の限界を生じており、 銅輸出量の増加を困難としていたの

である。

この結果、 一八世紀初期のオランダ貿易は、 銅輸出量の限界から品質の低下した小判に

依存せざるをえないという矛盾を抱えていたのであり、 幕府にとってもオランダ貿易にお

ける輸出銅の減少は、 小判輸出による金の海外流出の増加につながるという困難な局面を

迎えていた。したがって宝永期から正徳期に至る幕府の貿易改革案と正徳五年(一七一五)

の正徳新例の目的と意義とのかかわりも、 この点から考慮する必要があるといえよう。
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すなわち、 宝永七年(一七-0)の改革案に始まる幕府の貿易改革案は、 従来は銅輸出

量の制限政策としての側面から捉えられ、オランダ貿易における正徳新例の意義もまた銅

輸出量の一五O万斤への制限に求められている。しかし、 正徳期に入って輸出銅の不足が

深刻化するとともに、輸出における小判の比重が増大した結果、同三年(一七一三)の長

崎奉行大同備前守の改革案においては、小判の輸出量を抑制するために、むしろ銅輸出

を確保することが意図されていたのである。

正徳新例以後のオランダ貿易および長崎貿易全般については、正徳新例に見られる幕府

の貿易制限政策の継承として捉えられるとともに、 幕府による囲内支配体制の強化として

の事保改革の一環として見ることができる。とりわけ享保期のオランダ貿易は、元禄・宝

永と小判の改鋳によりインドにおける販売損失が艦大していく中での、享保七年(一七二

二)からの享保小判の輸出に始まると言ってよい。

すなわち正徳四年(一七一四)に始まる金銀改鋳と同三年(一七一八)の新金銀通用令

に見られる幕府の貨幣政策は、園内政策にとどまるものではなく、 オランダ貿易において

は先ず事保五年(一七二0)の貿易「半減J令となってあらわれるが、銀輸出を禁止され

たオランダ商館の帳簿においては依然として旧銀が用いられていた。この結果、小判の値

段は従来の二倍となり 、 その損失を加速することとなり、 一 七三0年代に入ると小判の販

売損失を銅やその他の輸出商品の価絡に転嫁する方法によって、 出島オランダ商館の帳簿

において補境する手段が取られるようになる。オランダ商館の帳簿において旧銀とともに

新銀が登湯するのは、 同 一八年( 一七 三三)の新仕法によってであったが、その後、元文

二年(一七三七)からは新たに元文小判の紛出が行われる。しかし元文小判とともに享保

小判の輸出も続いたこともあり、 小判の損失は好転せず、 オランダ商館では元文三年(一

七三九)から寛保三年(一七四三)までは、輸出小判を輸出品積み出し勘定として処理せ

ずに、 次期繰り越し勘定として記載し、仕訳を先送りせざるをえなかった。

こうした小判の損失も、 一七五0年代に入って小判の輸出が途絶したことから、新たな

段階を迎える。これによって、一六六0年代以来、 輸出銅とともに輸出小判の利益と損失

を中心として展開していたオランダ貿易は、 小判輸出の損益から解放されることとなり、

その後、 明和二年(一七六五)からの金貨輸入の時代を迎えるのである。

一方、正徳新例以後のオランダ商館の銅輸出は、 享保五年(一七二0)には-00万斤、

その後寛保三年(一七四三)には六O万斤と制限されるが、 延享二年(一七四六)には一

一O万斤と緩和され、 以後一七六0年代半ばまでは、 ほぼ一一O万斤の銅が輸出されてい

る。ところがオランダ貿易における会社荷物の取引定高は、享保五年(一七二0)の新金

鍾てによって銀一五00貫目に「半減Jし、 同一八年(一七三三)年の新仕法によって銀

00貫目、寛保三年(一七四三)の「半減商売」によって銀五五O貫目と削減される。

その後 、延享三年(一七四六)に銀八00貰自にまで回復するものの、ごうした取引高の

減少の結果、 幕府は、 オランダ商館による洋馬輸入が行われた享保ーO年(一七二五)か
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ら元文二年(一七三七)にかけて、 本米、 取引高の噌減とは無関係に認められていた定高

鍋を取引高.に応じた『尚売高剖合鍋Jとして、 それ以外の輸出銅を「臨時銅 J とする措 置

を取るようになった。一七 五0年代に入ると、 再び取引高とは無関係に定高銅が設定され

るものの、 会社荷物以外の脇術においても「下地銅J (平鍋)が輸出されるようになる。

一七六0年代には 「下地剣Jに替わって「金代り銅Jが登場するなど、 オランダ商館によ

る銅輸出は一七四0年代半ばから-00万斤を越える比較的安定期に入ったごとを背景と

しつつ、 多織性を見せるようになる。その後、 寛政二年(一七九0)の半減商売において

パ O万斤に削減されるのである。

さて一七世紀から一八世紀のオランダ貿易は、 英側両凶の勢力交代とアジア現地社会と

の対抗というオランダ東インド会社のアジア貿易の構造的変化による供給・販売状況を国

外的条件としつつ、 幕議制下の経済発展と貨幣改鋳によって、 輸入品における領主的者修

品から国民的商品への転検、 紛IH品における小判の役削の変化として推移していったと い

えよう。とりわけ一八世紀のオランダ貿易における砂備の輸入は、 内外の社会条件とオラ

ンダ貿易自体の構造に制約されるものであったが、 その国内的背景は、 近世における貿易

品の性絡を一員して鎖主的者修品であったとする理解に疑問を役げかけるものであるとい

えよう。

一七世紀の鎖国の形成により成立した幕溢制下の凶|付経済は、 幕議領主を主体として

中央市上易における年貢米の 売 却を中心とするもので、 あ ったとされてきた。し かし、 現実に

は、 商品経済の発達とともに、 農村における農民的商品流通と並んで、都市を中心とする

民衆の経済活動が次第に台頭してくるのである。近l止を通じて幕滋権力によってたびたび

禁止された領主制経済下における民衆の「禁沢」とは、 必ずしも今目的な意味での華美で

過剰な消費行為を意味するものでは なく、 あくまでも領主の立場からの「鷲沢J、 すなわ

ち領主の支配を離れたところで民衆がその晴好や選択によって商品を購買する経済活動を

意味する側面を持っていたといえよう。

こ のような理解に立 てば、 砂柚.の消費の一 般庶民から都市貧民層への鉱大とは、 領主的

奪{多の甑大再生産ではなく、 「者{多品Jから「商品Jへの転換、 あるいは経済行為として

の「者修Jの浸透であり、 国民を主体とする近代消費経済の前期的形成を意味するもので

あったといえよう。もとより、 こうした近世から近代にかけての経済社会 の発展には 、 園

内産業や市場構造の変化を明らかにする必要があることはいうまでもない。 また一八・ 一

九世紀の砂織をはじめとする商品の国産化は、 直ちに輸入の削減から自給化につなが る単

純なものではなく、 一八世紀後半から一九世紀に至る砂糖などの輸入品が国産品とどのよ

うに競合し、 あるいは相互補完関係にあったのかという近世後期の貿易の役割を解明する

ことが、 大きな課題となろう。

いずれにせよ近世におけるオランダ貿易は、 一七世紀初期の鎖国形成過程の中で成立し、

その後、 一七世紀末の国内経済の発展と一八世紀初期の国際条件の変化の中で展開すると
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ともに、 一 八 世紀半ばにひとつ の転検期を迎 え る こ ととなると考える。オランダ貿易の成

立と展開とは 、 一 七世紀 か ら 一 九 世紀に至る幕溢制凶家の成立と展開を 、 その貿易品の流

通を通じて、 アジアにおいて経済的に位醤づける役削を巣たしていたといえよう。
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